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はしがき 

 

 

東京都は、６つの消費者の権利のひとつとして、「消費生活において、事

業者によって不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済される権利」を東

京都消費生活条例に掲げています。 

 この権利の実現をめざして、東京都は、都民の消費生活に著しく影響を及ぼ

し、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、

あっせん、調停等を行う知事の附属機関として東京都消費者被害救済委員会

（以下「委員会」という。）を設置しています。 

消費者から、東京都消費生活総合センター等の相談機関に、事業者の事業

活動によって消費生活上の被害を受けた旨の申出があり、その内容から必要と

判断されたときは、知事は、委員会に解決のための処理を付託します。 

委員会は、付託を受けた案件について、あっせんや調停等により紛争の具

体的な解決を図り、個別の消費者の被害を救済するとともに、解決に当たって

の考え方や判断を示します。 

この紛争を解決するに当たっての委員会の考え方や判断、処理内容等は、

東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせし、同種あ

るいは類似の紛争の解決や未然防止にご活用いただいております。 

 本書は、令和元年５月28日に知事が委員会へ紛争処理を付託した「施設内

360度写真のウェブサイト掲載に関する代理店契約に係る紛争」について、令

和２年２月20日に委員会から、審議の経過と結果について知事へ報告された

ものを、関係機関の参考に供するために発行したものです。 

消費者被害の救済と被害の未然防止のために、広くご活用いただければ幸

いです。 

 

 

令和２年２月 

 

東京都生活文化局 
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第１ 紛争案件の当事者 

申立人（消費者） ５名  申立人Ａ：20歳代女性（給与生活者） 

             申立人Ｂ：20歳代女性（給与生活者） 

             申立人Ｃ：40歳代女性（給与生活者） 

             申立人Ｄ：20歳代男性（給与生活者） 

             申立人Ｅ：20歳代女性（学生） 

相手方（事業者） １社  株式会社トラスト 

             東京都港区芝五丁目 16番 14号三田ノックスビル３階 

 

第２ 紛争案件の概要 

申立人（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）の主張による紛争案件の概要は、次のとおりである。 

 

各申立人はそれぞれ副業をしようとインターネットで検索したところ、相手方事業者の

サイトを見つけ資料請求をした。その後、詳しい説明をすると言われ、平成 30 年５月か

ら 10月にかけて事業者と会い、個別に説明・勧誘を受けた。 

事業者は、店舗・施設等の内部の写真撮影を行い 360 度写真に編集して、ウェブサイト

に掲載する事業を行っており、申立人らが契約金を支払って事業者の代理店となり、施設

等に営業して、成約すると報酬がもらえるとのことであった。営業活動は、個別に担当の

エリアが割り当てられ、事業者から提供される勧誘資料や契約書類を利用して行うもので

あり、研修やサポートが充実しているので経験が無くても問題なくできるとのことだった。 

話を聞くだけのつもりだったが、独自のノウハウがあり成約率が高く短期間で元が取れ

る、絶対に儲かるなどと説明され、また、今契約しないと良いエリアがとられてしまうと

言われた申立人もおり、その場で契約しないとならない雰囲気となって契約してしまった。

そして、70万円から 90万円の契約金の全額を支払った。 

しかし、勧誘の際に告げられたこととは異なり、ほとんど収入が得られないことなどか

ら、解約を申し出た。事業者は応じられないと言うが、返金してほしい。 

 

第３ 委員会による処理開始 

 本件は、令和元年５月 28 日、東京都知事から東京都消費者被害救済委員会に付託され、

同日、同委員会会長より、その処理が、あっせん・調停第二部会（以下「部会」とい

う。）に委ねられた 1。 

 部会では、当事者双方に対し本件に関連する資料の提出を求めたが、相手方から提出さ

れた資料（①相手方のサイトの画面の写し、②相手方が申立人らの資料請求時に送付した

資料、③本件に係る契約書 など）によると、本件ビジネスの仕組みは次のとおりである。 

                         
1 事務局が確認したところ、本件の申立人らと同様の本件相手方に関する苦情相談が、複数の消費生活センターに寄せら

れていた状況であった。 
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【本件申立人らに係るビジネスの仕組み】 

  

相手方は、店舗・施設等（以下「施設等」という。）に対し、【施設等の内部の 360度

写真を撮影し、編集してウェブサイトに掲載するとともに、上位表示対策などを行うサー

ビス（以下「本サービス」という。）】を販売している。 

 申立人ら代理店は、相手方を代理して、本サービスの提供を希望する施設等の新規開拓

営業活動を行い、施設等から申込みを受け、申込みを受けた際は、直ちに相手方に報告す

る。本サービスを提供するのは相手方である。 

 申立人ら代理店が新規開拓営業活動を行うに当たっては、相手方の代理人であることを

明示して活動し、契約の勧誘及び締結に当たっては、相手方が提供する書類を使用する。

勧誘活動に当たって代理店が独自に作成した書類を使用する場合には、相手方の事前の承

諾を得る必要がある。そして、成約時に施設等から支払われる契約金は相手方が回収し、

代理店に対する報酬は、毎月１回まとめて相手方から代理店に振り込まれる。また、代理

店は、相手方が求める場合には速やかに、相手方の定める様式に従い、営業活動の報告書

を提出しなければならないし、代理店が本件業務を遂行する目的のために、相手方の事前

の承諾を得て作成したパンフレットやチラシ、又はＷＥＢ上で閲覧できる資料等の著作権

は相手方に帰属することとなっている。 

 

 

            

       

                                                            
①【代理店契約】               ④ 相手方の代理人で 

                                                あることを明示 
② 契約金支払い                     営 業  

        ③ マニュアル・資料一式            

                   ・研修・サポートの提供 ※3 

                 ⑦ 申込があったことの報告              ⑤  申 込  

        ⑩ 報酬支払（毎月末締翌月払）※2 

             
            ⑥【施設内 360度写真のウェブサイト掲載に関する契約】 

                         

                 ⑧ 契約金支払い（初期費用のみで維持費は不要）※2 

                 ⑨ 360度写真の撮影・編集・ウェブサイト掲載・上位表示対策 

                          

 ※1 大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者 

  ウェブサイトに 360 度写真を掲載するに当たっては、大手ウェブサイト事業者Ｘの承認が必要であると

ころ、一定枚数以上の写真が承認されるなどの条件を満たした掲載者は「大手ウェブサイト事業者Ｘに信

頼されている掲載者」であることを明示することができるとともに、Ｘのウェブサイトに掲載されている

「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」のリストに表示される。 

  相手方のサイトには、相手方が「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であることが明

記されている。 

 

 

 

店舗・施設等 

 

代理店の担当エ

リア内の店舗・

施設等 

大手ウェブサイト

事業者Ｘ 

 

 

 

相手方 

「大手ウェブサ

イト事業者Ｘに

信頼されている

掲載者」※1 

              

 

代理店 

（申立人ら） 

掲

載 

承

認 



- 3 - 

※2 施設等からの申込みと金銭の流れ 

代理店の営業（④）により施設内 360 度写真のウェブサイト掲載に関する契約（⑥）が成立すると、同

契約に基づき、施設・店舗等が相手方に対し契約金を支払う（⑧）（同契約の相手方推奨販売価格は

108,000 円である。）。申立人らが契約した「代理店契約」では、この成約について、代理店には、１件

当たり 75,600 円の報酬が入ることとなっており、支払方法は月末締めの翌月払いである(⑩)。相手方は

「撮影費・編集費等」として、１件当たり 32,400円を得ることとなる。 

 

 ※3 代理店契約に基づき、相手方が代理店に対して提供するサポート等 

  代理店契約に基づき、代理店が相手方に対し契約金を支払う（申立人らについては、70 万円から 90 万

円と幅がある。）と、相手方は、代理店に対し研修を行うとともに、サポートとして、代理店の担当エリ

ア内の施設・店舗等に電話をして、訪問のアポイントを取るアポイントサポート、代理店が施設・店舗等

を訪問し営業する際に、相手方担当者が一緒に行き、360 度写真の説明を実践して見せる販売サポートを

行うこととなっている。 

 

 申立人らは、副業をしようとインターネットで検索したところ、相手方のサイトを見つ

け資料請求したが、副業でできることについて、当該サイトには次のような記載がある。 

 

 

 

 

 

 

 さらに、相手方が申立人らの資料請求時に送付した資料には、次のような記載があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、申立人らは、相手方の代理店として、施設・店舗等に対し、施設内 360度写真の

ウェブサイト掲載に係る営業を行うこととなるが、施設内 360度写真の導入店舗のメリッ

トについて、相手方が申立人らの資料請求時に送付した資料には、次のような記載がある。 

 

 

 

 

 

 

◇「副業で出来る！施設内 360度写真の新ビジネス！『好きな日』『好きな時間』でラクラク収入アップ♪」  

「本業があるのでほとんど土日メインで活動しています。Ｘというバックボーンがあるので、本業より簡単に収

入になっています。１ケ月の平均報酬金額 16万円」 

「報酬に惹かれてこのプランで始めました。こういう仕事の経験は全くありませんでしたが、研修から楽しくや

らせてもらいました。すぐに本業のような収入を頂けて感謝しています。１ケ月の平均報酬金額 28万円」 

◇ 副業としてのメリット「時間をかけずにできる！ １店舗当たり１５分～１時間で撮影の許可を頂いているの

で時間効率がとても良いです。」「報酬単価が高い １件当たりの報酬単価が高いので、やり甲斐があります！自

分の裁量で販売価格を上げることもできるので、２、３件の撮影でかなりの収入になることもあります。」 

◇ こんな方々に選ばれています 

「■30代男性（営業職） ■ライトプラン 

 ■週１活動（約３時間／１日） ■月間平均販売数 ３．５件 ■月間平均報酬約 100,000円」 

「■40代女性（主婦・パート） ■スタンダードプラン 

 ■週２活動（約４時間／１日） ■月間平均販売数 ５件   ■月間平均報酬約 250,000円」 

「■20代男性（製造業） ■プレミアムプラン 

 ■週４活動（約３時間／１日） ■月間平均販売数 ８件   ■月間平均報酬約 600,000円」 

◇ 施設内 360度写真の導入店舗のメリット ■集客促進効果 

 店舗様にとって集客、費用対効果が抜群です。通常、お客様がネットでお店を探す重要なキーワードに対して、

毎月数万円～数十万円の広告費用をかけている店舗様が多く見受けられます。弊社のサービスは、初期費用のみで

『施設内 360 度写真の撮影』＋『編集』＋『上位表示対策』の全てを行いますので、導入店舗様に大変喜ばれてお

ります。従って、撮影だけを行っている会社と比較しても導入率が高く、副業でやられる方にも高い報酬をお支払

いすることができます。 
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第４ 当事者の主張 

 事情聴取時における当事者の主張は、次のとおりである。 

 

１ 申立人Ａの主張 

(1) 本業の他に収入がもう少し欲しいと思って相手方サイトから資料請求した。 

(2) 資料を見て有料のプランがあることは分かったが、お金をかけてまでする気は全

くなかった。そのため、相手方Ｆ氏から電話がきたときに、無料でしたいと伝えた

ところ、無料でもできると言われて、平成 30年５月上旬に会う約束をした。 

(3) 相手方Ｆ氏と駅で待ち合わせ、相手方が借りているという甲地域の仮オフィスへ

行った。そこで相手方Ｆ氏から１対１で説明を受けた。個室ではなく、ソファーや

机が４つ、５つある開けた感じのスペースだった。 

(4) 代理店がするのは、担当エリアのお店に電話でアポイントを取り営業に行くこと

と説明された。「最初に研修をして、その後、一緒に行って、それを何度かやる。

僕が全部やってあげる、僕があなたを稼げるようにしてあげる」と、そういうふう

にずっと言っていた。 

(5) 相手方は、「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であるとの説

明があった。もともと副業をしようと思って相手方のサイトを見たときに「Ｘ」と

書いてあったので、すごくしっかりしているというか、悪いところじゃないなと思

ったので、そこで安心感はあった。 

(6) 「代理店契約した主婦の方が先月 300 万円稼いだ」と言われた。営業の経験は全

くないので不安はあったが、相手方Ｆ氏に、「携帯電話一つでできる、これは営業

じゃないから、ただこういうものがあるというのをお店に教えてあげに行くのだ」

と言われた。「行けば９割契約するよ」という話だった。10 分で終わるとのことだ

った。それだけ簡単なのだったら確かにできるなと思った。 

「競合他社はいるけれども、うちは契約してくれた店のサイトを検索結果の上位

３位に必ず載るようにする。本当はすごくお金がかかるところだけれども、それを

無料でやる。会社にはそのノウハウがあるから、それがうちの売りだよ。だから、

どこにも負けないというか、それがすごい強みだ」と言っていた。 

(7) 有料プランは、30 万円と 50 万円と 70 万円だが、どのプランも全部同じ働き方で、

70万円のプレミアムプランが一番報酬額が高く、サポートがいろいろあった。30万

円だとアポイントを自分で必ず取らなければいけない。50 万円だとそれにプラス少

しあって、70 万円はアポイントを別の人が取ってくれたり、いろいろ他にもサポー

トできるとのことだった。もしアポイントを取って急遽行けなくなったというとき

も誰かにお願いできるとか、プレミアムプランには、いろいろそういうサポートが

あり、報酬額が高く仕事内容も同じとなると、これのほうが絶対いいよという流れ

になった。 

(8) 勧誘された当日に契約したが、それは、以前、勧誘当日に契約せず、奥さんに相

談して後日やりたいと言ったときにはもう希望していたエリアが別の方に取られて

いたとか、そういう話もされたからだ。すぐやらないと確かにエリアはとられてし

まうのだなと思い、わざわざ遠くに行くのも嫌だし、「あなたには◎区と◎区を担

当エリアにしてあげる」と言われ、２か所とってもらえた特別感もあったので、だ
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ったらもう今日やるしかないんだなと思って契約した。 

(9) 契約書は最後にぱっと出されたので、ちゃんと読み合わせとかはしていない。す

ぐにサインして渡した。解約したくなった場合などの話は全くなかった。 

(10) 契約金の支払いに当たっては、「みんなクレジットカードで払っている」と言わ

れ、「必ずリボ払いにしてね」と言われた。急いでその日に支払いをしてほしいと

いう感じだったので、その日に支払った。「早く 70万円返金するために僕がサポー

トするから、契約を今月に例えば３件取って、来月５件ぐらい取れるようにサポー

トするから」と言われた。 

(11) 契約後、すぐに研修が始まり、研修が終わってからその日に同行訪問に行った。

１時間半ぐらい相手方Ｇ氏がお店の方と話したが、Ｇ氏の営業トークは、雑談など

の会話力があり、専門的知識が豊富で、話の持って行き方が上手く、凄いと思った。

相手が悩み黙り込んでしまった時も話し続けたり、上位表示対策など専門的な話を

していた。自分にはとてもできるやり取りではなく、マニュアルを見ただけでは契

約は取れない、社員だからこその知識が沢山あるように感じた。また、相手が黙り

込んでしまったら、自分では対応できないと思った。結局その日は契約は取れず帰

った。 

研修と同行訪問を行った日以降、アポイント取りの電話をかけた。マニュアルを

見ながら自分で隙間時間に電話をして、アポイントを取ろうとしたが１件も取れな

かった。 

 (12) アポイントを取ろうとしたが取れず、早目の段階でもう無理だなと思い相手方Ｆ

氏に連絡して、「ちょっと私は取れそうにないので解約していいですか」と言った。

相手方Ｆ氏からは、「ちょっと待って、あなたはもっとできるから、僕が一回電話

するからそれを録音して」と言われ、やり方を聞いた。フランクにお店の人に電話

するという感じだったので、それだったら確かに自分にもできるのかなと思い、頑

張りますとなった。 

(13) しかし、やはりアポイントは取れず、Ｆ氏に伝えたところ、会社がアポイントを

取った店舗に同行で行くことになった。同行訪問は５回ぐらい、単独訪問は３回行

った。全て契約には至らなかった。 

９月初旬に、時間的に本業と副業の両立は無理な状況となり、相手方に連絡した

が、「あなたは、一定の条件のもと返金ができるという安心保障制度 2が出来る前

の契約なので対応できない」と言われた。やるしかない状況だったので、アポイン

ト取りの電話をしたり単独訪問をしたが成約できなかった。消費生活センターに相

談し、12月下旬に相手方宛て解約通知書を送付した。 

(14) 自分は成約できていないが、同行訪問した店に社員が後日、追加訪問したことで

契約が取れたなどとして報酬が振り込まれているものが２件ある。成約金額は分か

らないが、振り込まれた金額は合計で 108,000円である。  

 (15) 支払った金額は全額返金してほしい。なお、上記の成約報酬として振り込まれた

108,000円は差し引いてよい。 

(16)  相手方Ｆ氏から、クレジットカードの返済状況はどうかと聞かれ、厳しい旨伝え

                         
2 事務局が確認したところ、安心保障制度とは、相手方の資料によると、契約期間内に得た報酬金額が契約金に満たなか

った場合で、かつ一定の活動等を行った場合に適用され、契約金と報酬金額の差額を契約満了時に返還する制度である。 
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たところ、「キャッシングができるのであれば、少しでも支払いの助けになるよう

に、僕が５日間で倍にして渡してあげるよ」と言われ、信じて、キャッシングでき

た約 35万円を託してしまった。結局倍にして返してくれることはなく、全額にキャ

ッシングの利息を付して返済してもらう約束を取り付けたが、20 万円ほど返しても

らったところでＦ氏からの返済が滞っている状況である。 

  （詳細は資料１のとおり） 

 

２ 申立人Ｂの主張 

(1) 将来的な目的があり、お金を貯めたくて、本業の他に、月に２～３万円稼げれば

よいなと思っていた。相手方サイトを見つけて資料請求した。サイトには有料プラ

ンと無料プランが載っていたと思う。 

(2) 相手方Ｈ氏から電話があり、「サイトに載っていたことは分かりましたか」と聞

かれ、「説明会をするから来てほしい」と言われて、平成 30年５月中旬に会う約束

をした。仕事内容の説明を聞いてから考えるつもりだった。 

(3) Ｈ氏と駅で待ち合わせ、甲地域のフリーオフィスのようなところへ行った。入る

際にカードキーが必要で、会社名の入った看板などの表示は一切なく、ファミリー

レストランのように、イスとテーブルのセットがいくつかあった。入室後、相手方

Ｆ氏がやってきて、Ｆ氏・Ｈ氏と２対１で説明を受けた。主にＦ氏が話した。 

(4) エリアによって担当の代理店が決まっており、そのエリアで 360 度写真を広めて

いく、お店に行き 360 度写真をウェブサイトに掲載することによる利益などを話し

て、契約を取れればお金が入るみたいな説明をされた。 

代理店になるために契約金を払うが、相手方のサイトに「各権利に対する費用の

他、早く多く販売件数を取ってもらうため研修・サポートを行う。研修・サポート

が無ければ遠回りになり、気持ちも萎えてしまう。」というような記載がある。

「研修・サポート」とは、勧誘に当たり店舗訪問に同行してくれることである。 

(5)  「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であると相手方は言って

いた。「Ｘ」と言われて、大手なので相手方に対して多少の信頼感のようなものは

感じた。ただし、相手方とＸとは提携関係などはないと言われた。 

(6) 有料のプランは４種類あったが、自分でプランは選んでおらず、70 万円のプレミ

アムプランにされてしまった。月に２～３万円稼げればよいと思い、だからこそ、

有料プランではなく、１件当たりの報酬額が 500 円や 3,000 円の無料プランの仕事

をしようと思っていた。これなら好きな時間にできてよいと思ったこともある。し

かし、稼ぎたいかと何度も聞かれ、プレミアムプランを強く勧められ、「はい」と

しか言えない状況になってしまった。有料プランをやるなら 30万円のライトプラン

がよいと最後の方まで言い続けたが、プレミアムプランになっていた。 

(7) 「１か月、週１でやり続ければ 10件契約が取れる」と言っていた。プレミアムプ

ランなら１件契約を取ると７万円もらえるので、１か月で 70万円の元がとれて、そ

の後はどんどんお金が入るという認識になり、信じてしまった。 

たくさん契約が取れる根拠としては、集客効果を売りにしていた。360 度写真を

掲載することにより、検索エンジンで例えば「どこどこ ラーメン」と調べると、

契約したお店が一番上の検索結果のところに上がってきますよと説明があった。検

索したときに、沢山の店舗が表示されるが、「次へ」で画面を遷移させて見る人は
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あまりいないので、１ページ目に載ることが重要なのだということだった。検索上

位に来るということが成約してもらえるポイントだと説明され、そうなのかと思っ

た。 

(8) 勧誘された当日に契約したが、それは、話がとんとんと進み、もうやらざるを得

ない状況だったからである。70 万円は大金だが、今ないとか、持っていないからと

いうことで断れるような雰囲気ではなく、その場で逃げられそうになくて、本当に

仕方なく契約した。私はその日、説明を聞きに行っただけなので契約はしたくなか

った。 

(9) クレジットカードの利用可能額を聞かれ、その場で自分がクレジットカード会社

に電話して確認し相手方に伝えた。相手方から「その金額では足りない」と言われ、

何故か消費者金融に連れていかれ、50 万円のカードローン契約をさせられた。「こ

の消費者金融であれば１か月間は利息がかからないし、１か月あれば 10件契約が取

れ、元が取れるので、利息を払わずにすむよ」と相手方Ｆ氏に言われた。 

自分は消費者金融と契約するのは初めてだった。Ｈ氏から、「利用目的を聞かれ

るので、家電購入にすれば通る」と言われた。また、年収については、「代理店に

なったら収入が増えるのだから、100万円をプラスして書くように」と言われた。 

契約当日に、消費者金融で借りた 50万円を支払い、後日、クレジットカードの利

用可能額を引き上げて、残りの分を払った。 

(10) 契約書の内容については、「大体、インターネットに書いてあることと一緒だか

ら」みたいな軽い感じで言われて、個々の条項の説明は受けていない。「これに書

いて、次はこれ」という感じで名前を書かされた。クーリング・オフの説明はなか

った。 

(11) 消費者金融の利息がかからない１か月以内に返すつもりでいたので、直ぐに研修

を行い、その後、研修の一環としてＦ氏でもＨ氏でもない人とお店を訪問した。２

～３回行ったが一件も成約していない。 

簡単と言っていたが結構専門用語も多く、契約してもらうよう魅力を語るのも難

しいなと思った。 

自分でアポイント取りはしていない。「まだこの段階ではしなくていい、こっち

が取るので」と言われていた。単独訪問も行っていない。 

 (12) 消費者金融の利息が発生することから、何とか早く返したいと思ったが、同行訪  

問先は、私の担当のエリアでではなく、電車代も結構かかったし、時間も潰れた。

最初の説明では結構簡単、１時間とかで成約できると話していたが、そうではなか

った。ちょっと無理かなと思った。 

平成 30年６月に消費生活センターに相談し、相談員による交渉の中で、解約した

い、返金してほしいということは相手方に伝わっている。平成 30年７月頃、相手方

に簡易書留で解約通知を送ったが、不達で戻ってきてしまった。令和元年の 10月に

改めて特定記録郵便で送ったところ、それは届いているようだ。 

 (13) 難しそうだが、できれば全額返金してほしい。 

(14)  ２回目の同行訪問以後、他の方法で稼げないかと相手方Ｆ氏に相談した際に、お

金を預けてくれれば１週間で倍にして返すと儲け話を持ち掛けられた。具体的な内

容は聞かなかったが、ＦＸなど株の話かと思った。いくら払えるか聞かれ、ギリギ

リ５万円くらいと答えたが、消費者金融の借金を返済している状況でこれ以上は払
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えないと考えなおし断ったところ、それ以上は勧めてこなかった。 

  （詳細は資料２のとおり） 

 

３ 申立人Ｃの主張 

(1) 会社を退職し、資格を活かして起業する予定があり、仕事が軌道に乗るまで収入

的に不安があったので、足りない分を補うために副業を探しており、平成 30年８月

に相手方サイトから資料請求した。 

(2) 相手方Ｇ氏から「資料を見ましたか」と電話がかかってきて、「説明を聞いてほ

しい」と言われたが、その資料には高額な契約金が書かれていたので、「そういう

お金を払ってやるつもりはないし、営業は私にはできないから」とお断りした。し

かし、「営業ではない、とにかく話だけでも聞いてもらえないか」と言われ、電話

のアポイント取りをする、１件幾らという形の無料プランの仕事が載っていたので、

そちらの話を聞きたいと思い、平成 30年８月中旬に説明を聞きに行くことを約束し

た。 

(3) 相手方Ｆ氏と駅で待ち合わせ、相手方が、いつも打ち合わせに使っている場所だ

という乙地域の貸し会議室へ行った。１階のオープンスペースで相手方Ｆ氏から１

対１で説明を受けた。貸し会議室に会社の名前の表示はなかった。 

(4) 360 度写真をウェブサイトに載せて、検索エンジンで上位表示させることをお店

に提案して、成約すると、代理店に報酬が入る仕組みになっていると説明された。

代理店毎の担当のエリアが決まっているということだった。再三、「自分は営業は

できない、アポイントは取れない」と言ったが、「ノウハウを研修で教える、営業

経験はなくてもできるまで必ず教える、自分が責任を持って最後まで教える」と強

く言われた。研修は回数や期間の制限はないとのことだった。 

(5)  相手方は、「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であると聞い

たので、知名度の高い会社であるＸが認識をしているということで、信用してしま

った。「Ｘの看板があるからお店は絶対みんな信じるから、大丈夫だ」と言われた。

「お店にアポイントを取る最初の電話のきっかけにＸという名前を使いなさい」と

いうことだった。そういう形で営業することは、当然許可されているというような

話だった。 

(6) 「契約は１か月に 10件ではなく、もっと取れる、１か月ちょっとで代理店契約に

支払ったお金が回収できる」と言われた。実際に今まで代理店契約した人はどうか

と聞いたところ、「自分が担当した人の中で、１か月で元を取れなかった人はいな

い」と言われた。「皆ほとんど元を取れている。大丈夫だ」と言われた。副業して

収入を得るために高額な契約金を払うことはどうかとは思ったが、１か月で元を取

れると言われたので、そうかなと思ってしまった。 

スマホでお店を検索した結果を見せられ、「スマホでは上位の３件しか表示され

ないじゃないですか。この３件の中に入ることにすごい意味があり、うちだけがで

きるんですよ」と言われた。「うちの技術スタッフだけが３位内に必ず入れる技術

を持っていて、だから必ず１位から３位に上げられますというふうに営業のときは

言い切って大丈夫です」と言われ、その説明を信じた。 

(7) 勧誘された当日に契約したが、「今契約しないと、もう明日にはまた別の人と会

うので、いいエリアは埋まってしまう」と何度も言われたからである。私の販売エ
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リアは◎区と◎区であるが、「既に都内は結構埋まってしまっており、たまたまそ

こがあいている」と言われた。それで、今契約しないともうこのいい話はなくなっ

てしまうという焦りで、判断力がいつもと違ってしまったのかなと思う。 

高額な代理店契約など全くするつもりがなかったが、安心保証制度があるという

ので、ダメでも戻ってくるならやってみた方がよいのではないかという考えに至り、

契約した。 

(8)  契約金が安いプランから始めて、よかったら高いプランに変更するということも

考えた。しかし、その場合は差額を払うのではなくて、高いプランの全額を払わな

ければいけないと言われ、もったいないなと思ってしまった。どのプランも自分が

行うことは全部同じにもかかわらず、最初に払うお金が高いというだけで報酬が全

然違う。安いプランの報酬は３万円で、契約金 90万円のプレミアムプランは７万円

という仕組みになっていたので、プレミアムプランでないと損かなと考えてしまっ

た。 

(9) 契約時に契約書の内容の説明はほとんどなかった。とにかく急いでいる感じだっ

たので、名前と住所のところだけ書いて渡した。解約したくなった場合の話とか中

途解約という話はしていない。 

(10) 支払方法は指定されなかったが、今入金しないとエリアを確保できないと言われ、

クレジットカードで払うか現金を下ろしてくるしかなかった。50 万円をクレジット

カードで決済し、40万円をＡＴＭで引き出し現金で支払った。 

(11) 研修は、契約から約１週間後に受けた。研修後は、実際に同行で営業していると

ころを見せるとのことだった。同行訪問を３回、単独訪問を４回行い、同行訪問の

１件は、社員が通常 10万円のところを５万円に減額してやっと成約したが、他は成

約できなかった。お客さんからこういう質問があったら、こう答えましょうなどの

Ｑ＆Ａはなかったので、単独訪問の際に、マニュアルどおりいかずに、現場でかな

り困って、その場から相手方に電話して質問したことが結構あった。 

なお、同行訪問の成約は自分の成約事例としてカウントされ報酬が入ってくるは

ずだが、入ってきていない。 

(12)  契約締結前の説明と、実際とで全然違うと思った。自分はアポイント取りの電話

を 30件かけたが、電話をかけても全くとり合ってもらえなかったし、インターネッ

トで上位表示をするということに関して、余り興味がないお店が多かった。お店を

経営されている方はみんなすごく上位表示を意識しているのかと思ったし、そうい

う説明もあったので、そう思っていたが、意外とそれを重要と思っていない方も多

くて、360 度写真掲載には、思ったより価値がなかった。店を広告する他のサービ

スを既に利用されている方が多く、他に幾らでも競合する別のサービスがあるとい

うところも、ちょっと難しいかなと感じた。 

(13) 自分で１件もアポイントが取れず不安になり、10 月中旬に本件契約の営業は自

分には難しいのではないかと思い、全部断ろうと思って相手方Ｆ氏と会う約束をし

た。しかし、契約解除の話を切り出す前に相手方Ｆ氏から、「営業に同行し、月に

２件、確実に成約してあげる。それを６か月続け、その間に営業を覚えればよい」

との提案を受け、結局言い出せなかった。７万円×２件×６か月で 84万円は取り戻

せると考えてしまった。この時も、相手方Ｆ氏の話術に負けてしまった。 

しかし、今までの状況を思い返し、これ以上続けても状況が改善するとは思えず、
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解約する決意をした。消費生活センターに相談した後、10 月下旬に相手方に電話し、

解約する旨伝えたが、中途解約・返金はできないと言われた。その後、11 月上旬に

解約通知書を送付した。 

 (14) クレジットカード会社から返金された 50万円を除いた 40万円を全額返金してほ

しい。 

(15)  契約日の帰り道に、相手方Ｆ氏から「実は儲け話がある。自分にお金を預けてく

れれば、半年後に 10 倍にして返す。」と言われ、応じなかったところ、その後も

「絶対やった方がいいよ。」と何度も言われた。結果として断り切ったが、すると、

それまでは手厚く電話してくれていたのに、一切フォローしてくれなくなった。そ

して、全部断ろうと同氏と会い「営業に同行し、月に２件、確実に成約してあげ

る。」と提案された際に、「裏の話（儲け話のこと）もあるから、元が取れる、回

収できる」と言われ、前回断った時に一切フォローしてくれなくなったことを思い

出し、裏の話を断ると、今回提案のあった月２回の同行もしてくれないと思ってし

まい、結局、50 万円を相手方Ｆ氏に託してしまった。この 50 万円は 10 万円の５回

払いで振り込む形で返金してもらった。４回は相手方Ｆ氏名義の振込だったが、最

後の 10万円は会社名義だった。 

  （詳細は資料３のとおり） 

 

４ 申立人Ｄの主張 

(1) 働いて２年程度であり、営業を学びたいと思って、相手方サイトから資料請求し

た。 

(2) 相手方Ｆ氏から「資料を送るので確認したら電話ください」と電話があり、メー

ルで資料が送られてきた。資料を見て折り返し電話したところ、「説明するから一

度来てください、話を聞くだけでもいい」と言われて、平成 30年９月下旬に会う約

束をした。 

(3) 相手方Ｆ氏と駅で待ち合わせ、相手方がショールームだという乙地域の貸しスペ

ースへ行き、そこで、相手方Ｆ氏から１対１で説明を受けた。会社名の入った看板

などの表示は一切なく、オープンスペースに簡単なパーテーションがあるような感

じで、他の人も居るのが分かった。 

(4) 代理店は、360 度写真掲載の契約を取るのが仕事になるという説明をされた。マ

ニュアルなど一式が与えられ、研修を受けた後は、ＯＪＴのような形で教えてくれ

るという話もあった。ノウハウがもらえるのだという認識だった。 

(5)  相手方は「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であるとのこと

だった。Ｘは非常に安心感を覚える企業で、その肩書は、お客さんに対しても売り

になるものだという認識である。 

(6) 契約金は、土日の８日間頑張ってやれば１か月で回収できるということだった。

「絶対できる、100％儲かる、２～３回に１件契約が取れる」とかなり簡単な感じで

言われた。 

   上位表示が「売り」だと説明された。例えば「新宿、ハンバーグ」と入力して検

索すると相手方が 360 度写真を掲載したお店が上位にでてくる。この話を聞いても

らえれば、３回に１件は契約が取れるということだった。「競合他社が多数存在す

るが、うちは差別化としてＳＥＯ対策にたけたエンジニアがいるので勝てるのだ」
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と説明を受けた。 

(7) 勧誘された当日にプレミアムプランで契約した。やるのだったら低い金額の方が

いいと言ったが、「だいたいはプレミアムプランで契約している。同じ仕事で入っ

てくるお金が違うから、それでないともったいない」と 90万円のプレミアムプラン

を勧められ、「俺が何とかお願いして 80万円にするよ」と恩を売られたような形に

なった。さらに、「基本は１エリアだが２つを任せてもいい、その分お客が多くな

るよね」と言われ、恩を重ねられ断りにくい状況を作られた。 

(8)  ひととおりの説明を受けて、契約書の話になった。契約時に契約書の読み合わせ

は、さっとしたかもしれない。安心保障制度について説明はなかったが、後で読ん

で理解した。クーリング・オフはできないと言っていた。理由は説明されていない。

迷ったが、署名してしまった。 

(9) 契約金は、その場で払えと言われた。相手方Ｆ氏が「口座は何銀行？その銀行な

らあそこにあるから行こう」と銀行までついてきた。50 万円を現金で、残りを振り

込みで当日に払えとのことだった。これでいいのかなと迷いつつ、ＡＴＭに行った。

Ｆ氏に「早く早く」と急かされ、考える暇がなかった。 

(10)  契約し、全額支払って、ショールームを出て歩いている中ですぐに思い返した。

流れのまま自分が言いなりになってしまったことに気づいた。もともと契約するつ

もりではなかったのに、なぜか流れの中で契約してしまって、お金まで払ってしま

った。これはまずいと思った。 

もう一回会って話がしたいとＦ氏に電話をし、ショールームの近くで会い、解約

をしたいという話をした。Ｆ氏は、「できるかどうか聞いてみる」と誰かに電話し

て、結果は「できないよ」ということだった。 

何度も懇請して、Ｆ氏から、「わかった、一回持ち帰る」という話をされた。次

の日（契約日の翌日）に電話が来て、やっぱり無理だとのことだった。「80 万円と

いうのは１か月で絶対に返せるものだから、とりあえずおまえはやれ。何も言わな

いで、とりあえずおまえはやればいいんだ」という話をされて、電話を切られた。

その後、消費生活センターに相談した。 

(11)  研修の連絡があり、解約交渉の糸口を掴めるかもしれないと考えたため出かけて

いった。乙地域の駅でＦ氏と待ち合わせ、とにかく、やめたい、お金を返してほし

いと言い続けたが、「とりあえず来て」と強引にショールームに連れていかれた。

行かないと返金してもらえないので行くしかなかった。ショールームに着いてから

も、ずっと、辞めたいとの話をしたが、Ｆ氏は全く聞く耳を持たなかった。途中で

相手方Ｉ氏が来て、Ｆ氏と交代し研修として説明をした。 

その後、解約通知を発送し、以降、相手方からの連絡はない。 

(12) 契約後の営業活動は一切行っていない。１回でも営業をしたら、教えたことをや

ったから返金できないというふうに言われるのではないかという怖さがあった。 

 (13) 全額返してほしい。 

(14)  契約締結の直後、解約申出のためショールームの近くで、再度相手方Ｆ氏と会っ

た際に、本件契約とは全く関係のない投資について勧誘を受けた。お金が少しある

ならやってみないかとのことであったが、断った。 

  （詳細は資料４のとおり） 
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５ 申立人Ｅの主張 

(1) 大学生であり、奨学金をできるだけ早く返済したかったことなどから副業をした

いと思い、相手方サイトから資料請求した。 

(2) メールで資料が送られてきて、「興味を持たれたら返信してください」と書いて

あったので返信したところ、相手方Ｆ氏から電話がかかってきた。「資料を見てど

うですか、やりたいですか」と聞かれ、興味を持った旨を話したところ、一度会っ

て詳しく説明するとの話になり平成 30 年 10 月上旬に会う約束をした。話をもう少

し詳しく聞いて、不安点などを払拭できたら副業しようと思ったので、会いに行く

ことにした。行ったときに契約の話になるとは思わなかった。こういうことをする

のも初めてだったので、予想しておらず、話を聞きに行こうぐらいの感覚で行った。 

(3) 乙地域の駅で相手方Ｆ氏と待ち合わせ、レンタルオフィスに案内された。会社名

の表示はなく、使っているのは相手方だけではないようであった。入口は施錠され

ており、Ｆ氏がカードキーで開錠した。１階には飲み物が自由に飲める機械があり、

軽く話ができる机と椅子があった。２階には２つか３つの個室があり、他に、窓側

に机と椅子のセットがいくつかあって、ここでＦ氏から１対１で説明を受けた。 

(4) 代理店契約をして、私が担当するのは、お店に 360 度写真の話をしに行って、そ

こで契約を取るまでで、その後の、実際に撮影したり、撮影したものをウェブサイ

トに載せて上位表示対策をしたりするのは相手方の仕事と説明された。契約金には、

あなただけの開拓できるエリアだとして担当エリアを与えられることに対するお金

の他、研修の費用やサポート費用も含まれているという話だった。 

(5)  相手方が「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であるとの説明

を受けた。副業だと怪しいものがたくさんあるが、どちらかというとクリーンなお

仕事なのかなというイメージを持った。Ｘのホームページの中に、「大手ウェブサ

イト事業者Ｘに信頼されている掲載者」のリストが掲載されており、確認したとき

に相手方が入っていたので大丈夫かなという認識だった。ただし、相手方はＸの系

列会社というわけではないと言われた。 

(6) 相手方Ｆ氏は、「１か月で大体契約金くらいは稼げるから、その１か月だけは辛

抱してください」と言っていた。「成約率 90％ぐらいで僕は契約を取れる」と言っ

ていた。自分は営業経験は全然なく初めてだけれども、相手方Ｆ氏は、「Ｅさんで

きるよ、普通に余裕でどんどんたくさん契約を取れるんじゃないか」と言っていた。

学校の休み時間が１日に 20 分×４回あるので、20 分で３店舗位電話することがで

き、１日に１件はアポイントが取れるのではないかと考えていた。 

   「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」だということがお客さん

からの信用をかち取るポイントなので、そこは絶対に売りにして勧誘し、プラス、

上位表示対策が万全だということを説明し、その２点で契約を取っていくんだよと

いう説明を受けた。 

   相手方の代表取締役がシステムエンジニアの専門家で、上位表示対策に強く、上

位３位以内に表示させることができるのが相手方の売りで、他の撮影会社と違い成

功しているのだとのことだった。凄い人だと思い、これで一気に信じた。 

(7)  50 万円のスタンダードプランを勧められ、自分も報酬が多いプランのほうがよい

し、サポートがあるほうがよかったが、当時、自分で使えるお金が 50万円なかった

ので、払うことができないという話をすると、相手方Ｆ氏が「クレジットカードを
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作ればショッピング機能でお金が遣える」と教えてくれ、結局言われるがまま 50万

円のスタンダードプランの契約をすることになった。 

(8) 勧誘された当日に契約したが、それは、「担当エリアを確保するために、できる

だけ早く契約した方がいい」と諭されたからである。担当エリアについて、「23 区

は◎区以外は埋まっている、◎区は自分にとって特別なので取っておいた。Ｅさん

に頑張ってほしいので、◎区の権利を与える」とのことだった。 

(9) この日は 50万円全額を支払うことができなかったので、「代理店契約書」で契約

したのみで、お金が用意できたら本契約するということになった（事務局注：代理

店契約書には、契約金額及びプラン名は記載されていない。）。「経理費という名

前のお金だけ今日払ってください」と言われた。「経理費とは、他の副業する人に

エリアを奪われないようにしたり、研修の日程を調整するのに他のスタッフに言っ

たりという行動をするに当たって必要なお金」という話をされた。それで、その時

準備できた 10万円を支払った。 

(10) 相手方Ｆ氏の助言により、クレジットカードを作成してショッピング機能を利用

して支払うこととし、カード会社を調べたところ、学生だとどこも限度額が 10万円

程度だった。そこで、相手方Ｆ氏に契約金を用意できないと伝えたところ、「カー

ド会社には学生ということを黙って社会人ということにして、適当にどこか所属の

収入が得られる組織名を書けばいいんだよ」と言われた。また、相手方Ｆ氏から、

「◎◎カードが審査が通りやすい」と勧められた。当時、家庭教師の登録をしてい

たため、相手方Ｆ氏の言う通りに学生であることを黙ってフリーランスの家庭教師

をしている社会人として、相手方Ｆ氏から勧められた◎◎カードを作った。 

   カードを作成したとＦ氏に伝え、代理店契約から約１週間後に再び相手方Ｆ氏に

会った。そのときにより高い 90 万円のプレミアムプランを勧められ、90 万円だと

カードを使っても払えないという状況だったが、「Ｅさんだったら特別に 70万円で

いいよ」と言われ、70 万円であれば払えたので、プレミアムプランの「代理店取引

個別契約書」に署名した。 

(11) 契約書は、ざっと目を通したが、余り理解できなかった。「わからないところが

ありますか」と聞かれたが、わからないところだらけだったので、正直全部聞ける

わけでもなく、言われたまま署名して終わりだった。「途中でやめたいという場合

には解約できますか」と質問したところ、「契約をやめることは１年たっても報酬

額総額が契約金額に満たない場合しかできない」と言われた。「クーリング・オフ

は効かない」とも言っていた。 

(12) 代理店取引個別契約をした当日に、契約金の残金 60万円を、◎◎カードのショ 

ッピング機能を利用した 50万円と手持ちの現金 10万円で支払った。 

(13) 代理店取引個別契約から約１週間後に相手方Ｉ氏から研修を受けることになり、

まず、アポイントが取れた案件について店舗にて相手方Ｉ氏が説明するのを横で見

ることになった。この店舗は最初から乗り気だったので、淡々と説明がされ、成約

に至った。Ｉ氏からは「Ｅさんにも報酬を払う」と言われたが振り込まれていない。

この日、乙地域のレンタルオフィスの近くのカフェで研修を受けた。 

その後、アポイント取りの電話かけをしたが、反応は悪くアポイントは取れなか

った。サポートがたくさんあるということだったので、相手方Ｆ氏に一件もアポイ

ントが取れないことを電話したら、電話で少し相談に乗ってくれるというのがここ
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でいうサポートだった。その後、また何件かのお店に電話したが、結局アポイント

は取れなかった。30件ほど電話したが一つもアポイントが取れなかった。 

(14) 代理店契約のときに、「Ｅさんも取れるよ、契約金を１か月で回収できるよ」と

いう話を聞いた。実際に会って、相手方Ｆ氏も私がどういう人物かというのは把握

した上で、そういうふうに言ったと思う。だからこそ契約した。しかし結局アポイ

ントは取れず、誰でもすぐ１か月でたくさん契約が取れるというわけではないんだ

なという認識にはなった。 

できるだけ早くこの副業をやめたいと思ったので、「やめたいです」という書面

を 10月下旬に相手方宛てに送り、ショートメッセージでも連絡をした。その後、消

費生活センターに相談した。 

(15) 契約金 70万円のうち、◎◎カード利用分の 50万円は返ってきているので、残り

の 20万円の返金を希望する。 

  （詳細は資料５のとおり） 

 

６ 相手方の主張 

(1) 自分は当社の代表である。代表になるということを前提に、平成 31年の春先に入

社して５月に代表変更した。もともと私も 360 度写真掲載の事業をやっていたので、

このビジネスのよさというのは分かっている。申立人らの契約は平成 30年のことだ

が、契約の勧誘をしたときの説明内容についても全部聞いている。 

(2) 事業内容は、基本的には 360 度写真の売り込みである。営業実績が分かるものと

いうことで、顧客リストを提出した。平成 30年１月に設立し、代理店を募集し始め

たのが平成 30 年の４月からだと聞いている。一番多かったのは平成 30 年の秋ぐら

いで、そのころには代理店は 50人になっていたと思う。 

(3) 契約書は「代理店契約書」と「代理店取引個別契約書」の２種類で、この他に代

理店と交わす書類はない 3。代理店が契約を取ってきて、あとのサービス、360 度写

真の撮影及び編集、並びにそれに付随するサービスは当社がやる。 

(4) 代理店は、みんな素人の方なので、やはりお金だけいただいて終わりではなく、

ちゃんと自分で活動できるようにサポートを行っていた。例えば、覚えてもらうた

めに何度も社員が同行し、要は商談を見せて覚えていただく同行訪問とか、プラン

によっては、本業を持っていたら店舗様に対してアポイントを取る時間がないとい

うことで、当社でアポイントを取ってあげるアポイントサポートとか、そういうサ

ポートも行っていた。そして、研修を全員にやっている。契約金を支払うと、それ

に対して販売サポート、アポイントサポートなどを当社が行うという関係になって

いる 4。 

(5)  当社は「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であり、やはりＸ

に認めてもらっている当社の看板があって初めて店舗に営業しやすくなるわけなの

で、代理店の皆さんは、Ｘに認めてもらっている当社の何々さんという形で営業し

てもらっている。 

(6) 代理店の方が活動するときに、新宿区などエリア設定はしていた。担当のエリア

                         
3 事務局が確認したところ、契約書には、契約担当者氏名の記載がない。 
4 事務局が確認したところ、これらサポートについて、申立人らの契約書には記載がない。 
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以外は、基本的には営業してはいけない。そこのエリアで販売する権利を与えた、

そこでやっていただくと、そういう認識でいい。 

(7) 座学研修は基本的に１回であるが、同行訪問については回数や期間の制限はない。

何とか一人で商談できるようにするというのが目標である。初めのうちは隣で商談

を見ていてくださいという形でやって、ある程度何回か連れていったら、「今度は

あなたがしゃべってください。私が隣でフォローします」という形で、サポートし

ていったと思う。一人で行けるようになるのは個人差がある。難しそうであれば何

回も連れていくし、研修も行う。要は、１人で行って決まらなかったら意味がない

話になってしまうので、「もう大丈夫だよというまではフォローしてあげるよ」と

いう形で各代理店には伝えているはずである。 

(8) 同行訪問にて成約した場合も、代理店に報酬は入る。申立人Ａさんには２件分 12

万 5000円の報酬が入っていると思う。Ｃさんには２万円ほど振り込んだと認識して

いた。Ｅさんについては、同行訪問で行った日に解約したいという申し出があった

ために、報酬を振り込んでいないと聞いている。 

(9) 店舗に商談に行くアポイントを取るサービスもプレミアムプラン会員の方にはつ

いている。この仕事の一番の肝はアポイントである。はっきり言って、商談に行け

ばほとんど高い成約率で決まってしまうので、アポイントさえ取れればというとこ

ろがある。ただ、アポイントに関しては正直言ってセンスというか、経験値という

のは差が出るので、みんなプレミアムプランになっているのではないかなと思う。 

(10)  いつでも中途解約できるという約束事は基本的には設けていなかった。解約はで

きないと言っていると思う。だからうちは「安心保証制度」をつけている。安心保

障制度とは、まるっきり活動もしていないのに稼げませんでした、だから返金して

くださいというのは、これは本末転倒であるので、最低限、月に２回店舗に商談に

行く活動をしてくださいと、その上で１年後、成約が全然取れませんでしたという

ことであれば、これはこちらのサポート内容に問題があるので、そのときは契約金

と報酬額との差額をお戻ししますよというような内容である。 

(11) 360度写真を扱っている会社はうち以外にも幾つもあり、そことの差別化で、360

度写真の画像を入れた店を検索エンジンにおいて上位表示させる 5、そういうサー

ビスをうちでやっている。もちろん上位表示させる方法は企業秘密ではある。代理

店には、「トップページに確実に載りますよと店舗に言ってよい」と、そういうふ

うに教育していると聞いている。「トップページに載りますよ」といったら営業の

駆け引きは余り要らないと思う。だから、素人の方でも契約を取りやすいのではな

いかなというのは、簡単に想像がつく。 

(12) 当社のサイトには、副業でできると大きく書かれていて、多分、この広告で皆さ

ん興味を持って資料請求されたのではないかと思う。申立人５名の方々が、当社社

員と会う約束をする際に、「有料の副業プランの契約について勧誘します」とは聞

いていないとのことだが、資料請求された方には資料を一式送っていて、この資料

に、いろいろなプランがあることや１件当たりの報酬金額も明記してある 6。有料

                         
5 相手方が当部会に提出した、顧客向けの資料では、「地域」と「業種」で検索するとされ、「ＪＲ山手線某駅名」＋

「居酒屋」で検索と例示されている。なお、相手方から提出された顧客リストに掲載されている店舗について、事務局が

調べたところ、上位３位内に表示されない店舗が複数あった（ただし、地域を狭く設定すると表示されることもある。） 
6 事務局が確認したところ、代理店が営業し成約した場合の１件当たりの報酬額について、資料請求者に送付される資料
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プランも全て記載しており代理店契約のこともきっちり載っている。 

(13) 勧誘場所が、甲地域や乙地域の貸しオフィスで本社でなかったのは、本社自体が、

丙業者のレンタルオフィスで、丙業者の貸しオフィスのどこでも使えることになっ

ているので、各場所で会っているだけである。 

(14) どれぐらいの期間で元が取れるという説明はしていないのではないかと思う。活

動する時間によって違うからである。「すぐにでもトップページに載りますよと説

明したら、10 件商談に行ったら６件から７件は契約が取れる」という形では伝えて

いると聞いている。プレミアムプランの場合は、「アポイント取りは、会社のほう

で実施してあげるので、月に 10 件商談に行けば契約金ぐらいの収入はいけるだろ

う」と、それぐらいは話しているのではないか。商談時間なんか 20分で終わってし

まう。なので、結構行ける。 

(15) 契約金は、いつまでに払うというものではない。払った日が契約日という形にな

っていると思う。代理店取引個別契約書に、研修の前日までに支払えばよいと書い

てあるとのことだが、実際こういうふうには書いてあるけれども、研修のときには

名刺とかその人の資料とかも全部用意して行っていたので、その前にはもう代金は

頂戴しているような格好だったと思う。 

(16) 支払いに当たって、クレジットカードの利用を勧めていたとは聞いていない。Ｅ

さんが、クレジットカード作成に関して、当社の勧誘者から、「学生と書いてはい

けない、社会人と書いてね」と言われたと述べているとのことだが、言った言わな

いの話になってしまうと思う。 

(17)  クーリング・オフ制度の適用がない取引だと認識している 7。仕事をあっせんし

ているのではなくて、各自それぞれでやるので、このビジネスは業務提供誘引販売

取引にはひっかからないというのを聞いたことがある。 

(18) 話を聞かないつもりは全くない。ただ、理解していただいた上で入会していただ

いて、活動も実際にして、人も金も物も動いている。安心保証制度という「月にこ

れだけは活動してください、それでも契約が取れないのだったら当方のせいだから

差額をお返しします」という約束事もちゃんと立てた上で活動していただいている

のにもかかわらず、自己事情で解約したいと言われ、「わかりました、全額お返し

します」というのは、それはちょっとお答えしづらい。 

(19)  当社の社員であったＦが、申立人に対して代理店契約とは別に儲け話を持ち掛け、

渡された金員を返還していないという話は、聞いたことがある。雇用責任ではない

が、誰に幾らというのを教えてもらえれば、会社として対応させていただく。 

  （詳細は資料６のとおり） 

 

７ 申立人らの契約締結後の活動状況等 

  申立人らによると、契約締結後の活動状況等は、次表のとおりである（各申立人の主

張再掲）。 

 

 

                                                                             
には記載されているものの、契約書には明確な記載がない。 
7
 事務局が確認したところ、契約書にも、クーリング・オフに関する事項の記載がない。 
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 申立人 Ａ 申立人Ｂ 申立人 Ｃ 申立人Ｄ 申立人 Ｅ 

契約日 平成30年５月上旬 平成30年５月中旬 平成30年８月中旬 平成30年９月下旬 
平成30年10月上旬 

及びその約１週間後 

安心保障

制度 
なし あり 

研修 契約から1週間後頃 

同行訪問 

(成約件数) 

５回ぐらい（０） 

※  ただし相手方の

追加訪問等で２件

成約(金額不明) 

２～３回 

（０） 

３回 

(１件50,000円) 

活動なし 

１回 

(１件108,000円) 

単独訪問 

(成約件数) 

３回 

（０） 
活動なし 

４回 

（０） 
活動なし 

アポイン

ト取り 

活動あり 

（１件もとれず） 

30件架電 

（１件もとれず） 

30件架電 

（１件もとれず） 

同行訪問 

/単独訪問 

/アポイン

ト取りの

状況 

Ｇ氏の営業トーク

は、雑談などの会

話力があり、専門

的知識が豊富で、

話の持って行き方

が上手く、凄いと

思った。相手が悩

み黙り込んでしま

った時も話し続け

たり、上位表示対

策など専門的な話

をしていた。自分

にはとてもできる

やり取りではな

く、マニュアルを

見ただけでは契約

は取れない、社員

だからこその知識

が沢山あるように

感じた。 

簡単と言っていた

が結構専門用語も

多く、契約しても

らうよう魅力を語

るのも難しいなと

思った。 

成約した１件は、社

員が通常10万円の

ところを５万円に減

額してやっと成約し

た。お客さんからの

質問についてのＱ＆

Ａはなかったので、

単独訪問の際に、マ

ニュアルどおりいか

ずに、現場でかなり

困って、その場から

相手方に電話して質

問したことが結構あ

った。電話をかけて

も全くとり合っても

らえず、上位表示に

関して、余り興味が

ないお店が多かっ

た。契約締結前の説

明と、実際とで全然

違うと思った。 

 

アポイント取りの

電話かけをした

が、反応は悪く30

件ほど電話したが

一つもアポイント

が取れなかった。

誰でもすぐ１か月

でたくさん契約が

取れるというわけ

ではないんだなと

いう認識にはなっ

た。 

そ の 他

( 相手方

Ｆ氏から

の儲け話

の勧誘) 

相手方Ｆ氏から、

クレジットカード

の返済状況はどう

かと聞かれ、厳し

い旨伝えたとこ

ろ、「少しでも支

払いの助けになる

ように、僕が５日

間で倍にして渡し

てあげるよ」と言

われ、信じて、キ

ャッシングできた

約35万円を託し

た。結局倍にして

返してくれること

はなく、Ｆ氏から

の返済が滞ってい

る状況である。 

２回目の同行訪問

以後、他の方法で

稼げないかと相手

方Ｆ氏に相談した

際に、お金を預け

てくれれば１週間

で倍にして返すと

儲け話を持ち掛け

られた。消費者金

融の借金を返済し

ている状況でこれ

以上は払えないと

考え断ったとこ

ろ、それ以上は勧

めてこなかった。 

契約日の帰り道に、

相手方Ｆ氏から「実

は儲け話がある。半

年後に10倍にして

返す。」と言われ、

断り続けたが、結

局、50万円を相手

方Ｆ氏に託した。こ

の50万円は10万

円の５回払いで振り

込む形で返金しても

らった。４回は相手

方Ｆ氏名義の振込だ

ったが、最後の10

万円は会社名義だっ

た。 

契約締結の直

後、解約申出の

ためショールー

ムの近くで、再

度相手方Ｆ氏と

会った際に、本

件契約とは全く

関係のない投資

について勧誘を

受けた。お金が

少しあるならや

ってみないかと

のことであった

が、断った。 

なし 
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第５ 委員会の処理結果 

  部会は、令和元年６月 19日から同年 12月 20日までの９回にわたって開催された。 

 （処理経過は資料７のとおり） 

  令和元年 10月 24日、あっせん案を各申立人及び相手方に送付した。各申立人からは

あっせん案を受諾する旨の回答があったが、相手方からは回答がなかった。 

  同年 11月 11日、相手方に調停案を送付し受諾を勧告した。調停案を示すに当たり、

本委員会は、あっせん案の内容で解決することが社会的に公正かつ妥当であると確認

し、調停案はあっせん案と同様のものとなったが、調停案に対しても相手方からは何

ら回答がなかった。 

  部会は、「あっせん」、「調停」のいずれもが、相手方の拒否により不調となったた

め、令和元年 12月 20日、本部会における解決処理の手続きを終えることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【あっせん案・調停案の内容】 

相手方と申立人との間で平成 30 年○月○日に締結された代理店契約及び代理店取

引個別契約（以下両契約を合わせて「本件契約」という。）に係る取引は、業務提

供誘引販売取引（特定商取引に関する法律第 51 条）に該当することから、以下のと

おり合意する。 

１ 相手方は、特定商取引に関する法律第 58 条に基づき本件契約が解除（クーリン

グ・オフ）されたことを認める。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申立人Ａ】 

・申立人は、相手方から報酬として受領した金銭の額である 108,000 円を相手方に返還

する。返還方法は、相手方の指定する金融機関口座に全額を振り込む方法とし、振込

手数料は申立人の負担とする。返還時期は、本件契約とは別に申立人が相手方社員か

ら返還されるべき金員が返還されたことを申立人が知った日から１週間以内とする。 

 （事務局注：クレジット会社に対し、支払停止等の申出を行ったことにより、契約金

全額について支払停止等の処理を受けている。また、申立人Ａが相手方から報酬とし

て受領した金銭の額について、相手方は 125,000 円であると主張したが、振込みを証

する書類の提出を求めたところ提出されなかったため、108,000 円であるという申立

人Ａの主張を採用した。） 

【申立人Ｂ】 

・相手方は、申立人が相手方に対し現金で支払った金 556,000 円及び本件契約に係るク

レジット契約に基づいて申立人がクレジット会社に支払った金 200,000 円の合計金

756,000 円を申立人に返還する。返還方法は、申立人の指定する金融機関口座に全額

を振り込む方法とし、振込手数料は相手方の負担とする。返還期限は、令和元年 12

月 20日とする。 

【申立人Ｃ】 

・相手方は、申立人がクレジット会社に対し、支払停止等の申出を行ったことにより支

払停止等の処理を受けた 500,000 円を除く、申立人が相手方に対し現金で支払った金

400,000 円を申立人に返還する。返還方法は、申立人の指定する金融機関口座に全額

を振り込む方法とし、振込手数料は相手方の負担とする。返還期限は、令和元年 12

月 20日とする。 
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＜相手方に対する紛争処理への協力要請の経過＞ 

  ８月 22日   第５回部会に相手方代表者が出席し、事情聴取を行った。 

          その際に同代表者は、10月 23日開催予定の部会において、あっせん案の考え方等を示し意見交換を

行うことについて、出席することを了承した。また、委員会事務局職員とのやりとりにおいて、今後の

電話連絡に当たっては、会社ではなく代表者の携帯電話を優先するよう希望を述べた。 

  ９月 30日   10月 23日開催予定の第７回部会への出席等を依頼する書面を本店所在地へ郵送する。出席者につい

ての連絡期限を 10月８日とした。 

          書面を郵送したことを伝えるため、委員会事務局職員が代表者携帯電話に架電したが、通話できない

ため折り返し架電するとのことで切電した。以後、代表者からの架電はない。 

  10 月３日   代表者携帯電話に架電し、書面が届いているはずであるので対応いただきたい旨、メッセージを残す。 

         また、会社に架電し、応対者に、代表者宛てに書面を郵送し到着しているはずであるので、対応いた

だくよう代表者へ伝言してほしい旨依頼した。 

  10月９日    期日（10月８日）を過ぎても連絡がないため、代表者携帯電話に架電し、折り返し連絡いただくよう

メッセージを残す。 

         以後、手続きを終えるまでの間、代表者携帯電話及び会社代表電話に何度も架電するも、いずれも留

守番電話となっており、対応等を依頼するメッセージを残したが相手方から何の反応もなかった。 

  10月 23日   相手方代表者は、第７回部会について、連絡なく欠席した。 

  10月 24日   本店所在地へあっせん案を郵送する。 

期日（11月６日）を過ぎても回答がなかった。 

  11月 11日   調停案の受諾勧告を本店所在地へ郵送する。 

         翌日、調停案の受諾勧告（写し）を代表者住所へ差置きした。 

         期日（11月19日）を過ぎても回答がなかった。 

  11月 22日   調停案への回答を求める書面を本店所在地に郵送する。 

         翌開庁日に調停案への回答を求める書面（写し）を代表者住所地へ差置きした。 

         期日（12月３日）を過ぎても回答がなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 申立人は、相手方から受け取った契約申込書など資料一式を令和元年 12 月 20 日

までに廃棄するとともに、以後、同資料の内容を一切利用しないことを約する。 

４ 申立人と相手方の間には、本件契約に関して、本あっせん条項以外、相互に何ら

の債権・債務関係のないことを確認する。 

 （事務局注：相手方は、申立人Ｃに対して成約報酬として２万円ほど振り込んだと

述べたが、振込みを証する書類の提出を求めたところ提出されなかったため、一切

振り込まれていないという申立人Ｃの主張を採用した。） 

【申立人Ｄ】 

・相手方は、申立人が相手方に対し支払った金 800,000円を申立人に返還する。返還方

法は、申立人の指定する金融機関口座に全額を振り込む方法とし、振込手数料は相

手方の負担とする。返還期限は、令和元年 12月 20日とする。 

【申立人Ｅ】 

・相手方は、申立人がクレジット会社に対し、支払停止等の申出を行ったことにより

支払停止等の処理を受けた 500,000円を除く、申立人が相手方に対し現金で支払った

金 200,000円を申立人に返還する。返還方法は、申立人の指定する金融機関口座に全

額を振り込む方法とし、振込手数料は相手方の負担とする。返還期限は、令和元年

12月 20日とする。 
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第６ 報告に当たってのコメント 

１ あっせん案の考え方、本件における問題点について 

 (1)  業務提供誘引販売取引について 

  ア 「業務提供誘引販売取引」該当性 

    本件では各申立人がそれぞれ副業をしようと考えてインターネットで相手方事業

者のサイトを見つけて資料請求し、その後、詳しい説明をすると言われて平成 30

年５月から 10 月にかけて事業者と会い、個別に説明を受けて、相手方事業者と本

件契約（「代理店契約」「代理店取引個別契約」）を締結している。 

    この経緯に照らして、まず本件契約に基づく本件取引が特定商取引に関する法律

（以下「特定商取引法」という。）51 条に言う「業務提供誘引販売取引」に該当

するかが問題となる。 

    特定商取引法 51条１項によると、「業務提供誘引販売業」に当たるためには以

下の(a)と(b)の要件を満たす必要がある。 

   （ａ）物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であり、かつ、その販売の目的

物たる物品又はその提供される役務を利用する業務に従事することにより得

られる「業務提供利益」を収受し得ることをもって相手方を誘引しているこ

と。 

本件では、相手方事業者が申立人に対して、申立人が支払う契約金（代理

店加盟金）と引き換えに、店舗・施設等の内部の写真撮影を行い、360 度写真

に加工・編集して、ウェブサイトに掲載することを施設等に営業するための

マニュアル等の勧誘資料や契約書類、さらには研修・サポートといった「役

務」を提供している。申立人はこの提供されたマニュアルや研修・サポート

（さらに、申立人ら全員が契約したプレミアムプランの場合には「アポイン

ト・販売サポート」）を利用して施設等への営業活動を行うことによって初

めて報酬を受け取ることができる。本件では相手方もサポートの重要性を述

べていることからわかるように、これらの物品・役務が営業活動には不可欠

であったと言える。 

そうすると、本件では申立人が提供された物品・役務を利用する業務に従

事していたということができるが、申立人が行う営業活動が特定商取引法 51

条１項の「業務」に当たるかという点が問題となる。 

「業務」は、「その商品の販売」等を行う者が「自ら提供を行う」もの又

は「あっせんを行う」ものである。この要件を満たすのであれば、業務提供

誘引販売業を行う者とその相手方との間の契約の名称は問われない。その契

約には、委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約等が含まれる（消費者

庁取引対策課＝経済産業省商務・サービスグループ消費経済企画室編『特定

商取引に関する法律の解説（平成 28 年版）』（商事法務、2018 年）366 頁、

以下「特定商取引法逐条解説」で引用）。本件では申立人が行う営業活動が

相手方事業者から提供された業務又はあっせんされたものと言えるかが問題

となる。確かに本件申立人は「代理店」という名称を付され、単独で電話で

のアポイント取りや営業先への訪問を行った申立人もいる。しかし、以下の
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理由から、本件では申立人が独立して事業を行っていたというよりは、相手

方事業者の営業活動を手足となって担っていたに過ぎない。第１に、相手方

事業者に同行して営業活動を行う同行訪問や相手方事業者がアポイントをと

った営業先への営業活動が少なくなく、それにもかかわらず営業活動として

は成功したものには乏しいことや、申立人単独でのアポイント取りや訪問で

は一層営業活動に結びついていないことは、申立人が独立して営業活動を行

い、利益を得ることがおよそ現実的ではなかったことを示している。つまり、

本件ビジネスは少なくとも相手方事業者の同行、言い換えれば「あっせん」

なしにはおよそ成り立ち得ず、申立人らによる単独でのビジネスの可能性が

ないものと言っていい。それにもかかわらず、相手方事業者は、同行営業や

相手方事業者によるアポイント取りによって申立人らが容易に利益をあげら

れるかのような言辞で勧誘したり、契約解除を考えている申立人を思いとど

まらせている。第２に、申立人らは相手方事業者の代理人であることを明示

した上で相手方の指示する販売方法で、かつ、相手方のサポートを得て相手

方の名において販売するものであって（契約に当たっては相手方が提供した

書類を使用し、広告等の著作権も相手方に帰属するとされている）、報酬も

販売先である顧客からではなく相手方から受け取る仕組みとなっている。第

３に、営業先で写真撮影及びインターネットサイトへのアップロードは相手

方事業者が行うのであり、その意味でも申立人らは本件事業を独立して行う

ことはできない。 

以上のことから、申立人らは自ら独立して業務を行っていたというよりは、

むしろ実質的には相手方事業者の営業活動を手足となって担っているにすぎ

ないので、相手方事業者が自ら業務を提供していたといえる。「代理店契

約」が業務提供誘引販売取引に当たるかについては、例えば通常のフランチ

ャイズ契約のようにフランチャイジーがフランチャイザーから独立して自己

の計算で経営に従事している場合にはこれに当たらないものの、フランチャ

イズ契約という名称が付されていたり、自己の計算にされているものの、開

業詐欺のようにおよそ事業として成り立たない場合には業務提供誘引販売取

引に当たらない。本件では「代理店」という名称が付与されているが、実質

的には事業者から提供・あっせんされた業務を事業者の手足となって担って

いるに過ぎないことから、「業務提供誘引販売取引」の「業務」に該当する。 

さらに、相手方事業者は申立人らに対して本件業務に従事することによっ

て「利益」を「収受」し得ることをもって誘引していたという要件も、相手

方事業者が勧誘時に申立人らに対して用いている言辞（「僕があなたを稼げ

るようにしてあげる」や「１か月、週１でやり続ければ 10 件契約が取れる」

など）に鑑みると、満たすと言ってよい。 

以上のことから、本件取引は第１の要件を満たしている。 

（ｂ）「特定負担」を伴う商品販売・あっせん、役務提供・あっせんに係る取引で

あること。 

           業務提供誘引販売取引に伴い、取引の相手方が「特定負担」を負うことが第

２の要件である。ここでの「特定負担」とは、取引の相手方が負うあらゆる

金銭的な負担であり、業務を行うために利用する商品の購入代金や研修等の
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役務の対価の支払代金はもちろん、登録料、入会金、保証金等の「取引料」

もこれに当たる（特定商取引法逐条解説 367頁）。 

           申立人らは全員が 70万円から 90万円の契約金（代理店加盟金）を支払って

本件契約を締結していることから、「特定負担」を負った上で、本件マニュ

アル等や研修・サポート、さらにはアポイント・販売サポートといった物

品・役務の提供を受けているため、この要件も満たしている。 

以上のことから、本件契約による取引は「業務提供誘引販売取引」に該当する。 

 

  イ クーリング・オフについて（特定商取引法 58条） 

    業務提供誘引販売契約を締結した申立人は、特定商取引法 58 条１項の規定によ

り、同法 55条２項の法定書面を受領した日から 20日以内であれば、書面によって

本件契約を解除することができる。もっとも、同法 55 条２項の法定書面に記載不

備がある場合には、クーリング・オフの起算日は進行しない。本件契約書面には同

法 55 条２項、省令 44 条及び 45 条に規定されている義務的記載事項のうち、特定

負担の対価である提供される役務、業務提供利益の額、クーリング・オフに関する

事項（本件契約書に存在する「安心保障制度」は、一定の期間活動を行ったにもか

かわらず、契約期間内に得た報酬金額が契約金に満たなかった場合に契約金と報酬

額との差額を返還するというものであり、クーリング・オフ権とは全く異なる）、

契約担当者氏名などの記載がない。 

    したがって、本件ではクーリング・オフの起算日がまだ進行していない。申立人

らはすでに全員が解約する旨を書面で通知しており、業務提供誘引販売契約の解除

が、解除を行う旨の書面を発した時にその効力を生じることをふまえると（同法

58条２項）、本件契約は解除されたといえる。 

    解除された場合の効果について、同法 58 条１項は「業務提供誘引販売業を行う

者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができな

い」旨を定めているのみであることから、その他は一般法の原則によることになる

（特定商取引法逐条解説 404頁）。その結果、当事者双方が原状回復義務を負い、

相手方事業者は既に受け取った契約金（代理店加盟金）を全額申立人らに返還しな

ければならない。これに対して、申立人らもすでに受け取った商品・役務は返還し

なければならず、本件で言えばマニュアル等の勧誘資料がこれに当たる。本件で問

題となるのは研修・サポート等、すでに受けた役務の返還である。訪問販売や電話

勧誘販売におけるクーリング・オフ規定には、事業者は提供済役務の対価相当額を

購入者に対して請求することができない旨定める規定があるが（同法９条５項、同

法 24 条５項）、業務提供誘引販売取引についてはこのような規定が設けられてい

ない。同じくこのような規定を欠く連鎖販売契約の解除に当たって、立案担当者は

「既に提供した役務の対価や既に実施した講習会、研修等の費用」を連鎖販売業者

が契約の相手方に請求できるとしているが（特定商取引法逐条解説 295頁）、訪問

販売に関する９条５項で役務の対価相当額の請求を認めないとしている趣旨が一般

消費者の利益の保護であることをふまえると、本条でも研修・サポートの対価を相

手方事業者が全額請求できるとするのは妥当ではない。また、本件の研修・サポー

トによっても顧客を獲得することが非常に困難なのであれば（実際に、お店にとっ

て 360度写真掲載はそれほど重要ではないようで、興味を持ってもらえなかったと
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述べている申立人がいる）、本件研修・サポートは客観的価値に乏しく、これらの

対価相当額を契約の相手方に請求することは認められないと言えよう。さらに、本

件では相手方事業者によると一部の申立人が報酬を受け取っているというが、報酬

が現に労働の対価であるのであれば、申立人は報酬を返還する必要はない。これに

対して、申立人Ａのように労働の対価とは言えない「報酬」が支払われている場合、

これについては原状回復の義務を負う。 

    なお、書面交付義務、クーリング・オフ規定、及び（後述する）禁止行為規定の

保護の対象となる契約当事者は提供又はあっせんされる業務を「事業所その他これ

に類似する施設（「事業所等」）によらないで行う個人」に限られている（52 条、

55 条、56 条、58 条）。この趣旨は、法人及び事業所等を構えて業務を行う個人は、

一般的に商取引に習熟したものと考えられ、これらの規定による保護の対象とする

までの必要がないことによる（特定商取引法逐条解説 370頁）。そうすると、当該

業務を行うことを目的とし、相当程度の永続性を有する施設で業務を行う個人はこ

れらの規定の適用対象外となるが、本件の申立人らのうち、申立人Ｃを除く４名は

このような「事業所等」で本件営業活動を行っていない。申立人Ｃはのちに個人事

業主となるが、この事業の分野と本件事業の分野は無関係であることから、同法に

よる保護規定の対象となる（事業所等を有していても、在宅ワーク等の業務を当該

事業所で行わない場合には、本条による規定の対象となる。特定商取引法逐条解説

370頁以下）。 

 

 ウ 不実告知に基づく取消しについて（特定商取引法 52条、58条の２） 

   特定商取引法 58 条の２によると、業務提供誘引販売契約の締結についての勧誘に

際して業務提供誘引販売業者による不実告知または故意の事実不告知（同法 52 条）

があり、これによって相手方が誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合

には、当該意思表示を取り消すことができる。 

   本件では、第１に、相手方事業者が申立人らに対して具体的な数字をあげながら短

期間で契約金の元が取れるかのような言辞を行っている点、及び、第２に、相手方事

業者のＳＥＯ対策によって「必ず上位３位以内に載る」ことから営業活動で顧客を獲

得することができるかのような言辞を行っている点が、不実告知に当たるか否かが問

題となる。 

   まず、第１の点については、相手方事業者が「行けば９割契約する」「１か月、週

１でやり続ければ 10 件契約が取れる」「契約は１か月に 10 件ではなくもっと取れ

る」「成約率 90％」といったように具体的な数字をあげて確実に顧客を獲得できる

かのような言辞をしているが、これらの具体的な数字を伴う言辞は「業務提供誘引販

売取引の相手方の判断に影響を及ぼす」といえる。確実に顧客を獲得できるかどうか

は、契約金を支払って当該事業を行おうとしている申立人らにとって重要な事柄であ

る。その上で、実際には本件事業については素人である申立人らにとって、これらの

数字通りの顧客獲得はおろか、顧客を獲得することがほとんど期待できないというこ

とであれば、これらの言辞は「不実告知」に当たると言える。 

   次に、第２の点については、「必ず上位３位以内に載る」ようなＳＥＯ対策を行っ

ていることから競合他社に比べて顧客獲得が容易であり、ひいては収入を得られると

いった言辞である。しかし、店舗の数が多い繁華街を有するエリアでは常に上位３位
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以内に表示されるわけではない店舗も存在していた。「必ず上位３位以内に載る」と

言えないのであれば、やはり「業務提供誘引販売取引の相手方の判断に影響を及ぼす

事項」についての不実告知に当たる。 

取消しが認められると、当該契約は当初からなかったことになり、その行使方法、

効果等は民法の規定による（特定商取引法逐条解説 406頁）。しかし、令和２年４月

１日の民法改正法施行に伴い、特定商取引法 58 条の２第２項では、訪問販売に関す

る９条の３第２項から第５項までの規定が準用されることになる。「９条の３第５

項」は民法 121条の２の原状回復義務の例外として、訪問販売に係る契約に基づいて

給付を受けた申込者等が給付を受けた当時申込みまたは承諾の意思表示を取り消すこ

とができるものであることを知らなかった場合には、当該契約によって「現に利益を

受けている限度において」返還義務を課す条文である。この規定は、不当な勧誘行為

による意思表示が取り消されても、例えば商品を費消させ原物返還が不可能な状態に

させ、又は、役務を提供しさえすればその代金を受領できることとなるため、「給付

の押付け」や「やり得」が許容されることにもなりかねず、取消権を認めた意義が失

われるおそれがあることから設けられた規定である（特定商取引法逐条解説 112頁）。

この趣旨をふまえ、また、同じく消費者の利益の保護を目的とする消費者契約法でも

原状回復の範囲を現に利益を受けている限度においてのみとしている（消費者が、給

付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであることを知らなかったとき。

同法６条の２）ことをふまえると、本件でも申立人らは現に利益を受けている限度で

のみ返還をすれば足りると言える。ここで本件の研修・サポートを受けても申立人ら

は営業活動を成功することができなかった以上、これらの研修・サポート自体にどの

ぐらいの価値があり、それによって現に利益を受けていると言えるかどうかは疑問が

残る。そうすると、研修・サポートの対価相当額を返還する必要はないと考えられる。 

 

 (2)  訪問販売（特定商取引法２条）該当性 

  ア 営業所、代理店その他の主務省令で定める場所（「営業所等」）以外の場所で契

約を締結していると言えるか否か。 

    本件で申立人らは相手方事業者が契約をしていた貸しオフィスで本件契約を締結

している点に特徴がある。そこで、申立人らが相手方事業者の「営業所等」以外の

場所で契約を締結したのか、そのことから特定商取引法２条１項１号の「訪問販

売」の規定が適用されると言えるか否かが、問題となる。 

    「営業所等」以外の場所とは、「通常の店舗とみなしうる場所以外の場所」であ

り、具体的には主務省令によれば「営業所」、「代理店」「露店、屋台店その他こ

れに類する店」のほか、「一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売す

る場所であって、店舗に類するもの」及び「自動販売機その他の設備であって、当

該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場

所」である。 

本件では申立人らが勧誘を受けた場所が「一定の期間にわたり、商品を陳列し、

当該商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」と言えるかが問題となる。 

    申立人らが勧誘を受け、契約を締結した場所は相手方事業者が契約している貸し

オフィスであった。これについては、例えば１週間に１日だけ一定場所で定期的に

販売するようなものでも「一定の期間にわたり」という要件を満たす可能性があり
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（特定商取引法逐条解説 48 頁）、本件のように相手方事業者が定期的に本件貸し

オフィスを使用していたのであればこの要件に該当する可能性がある。しかし、こ

のオフィスは利用契約を締結した者であれば自由に利用することができるものの、

相手方事業者が勧誘に用いていたのは相手方事業者のみが固定的に利用することが

できるスペースではなく、複数の机や椅子が設置されているスペースで貸しオフィ

スを利用する契約を締結しているものであれば利用できるスペースであった。また、

この貸しオフィスには利用契約を締結していた者以外の不特定多数の者が自由に入

ることはできず、実際に申立人らも相手方事業者と最寄り駅等で待ち合わせをした

上で相手方事業者と一緒に貸しオフィスに入室している。このように、事業者が指

名した者等特定の者のみが入場できる場合に、例えば販売員が車等で住居に消費者

を迎えに行き展示会場に同行し、食事を無料で提供するなどして消費者が自由に商

品を選択できない状況に置かれていた場合には、消費者が自由に商品を選択できる

状態にあるとはいえず、本号に言う「店舗に類する場所」に該当しない（特定商取

引法逐条解説 48 頁以下）。このような販売方法では消費者が商品の購入を断りが

たくなることから、実質的に商品を自由に選ぶことができる状況にないからである

（東京地判平成 20 年３月 28 日判タ 1276 号 323 頁、斎藤雅弘＝池本誠司＝石戸谷

豊『特定商取引法ハンドブック（第６版）』（日本評論社、2019 年）134 頁）。さ

らに、外部の者がこの貸しオフィスに連絡すればいつでも相手方事業者とコンタク

トをとることができるという状況にはなく、相手方事業者も勧誘活動や研修をする

時にしか在室していないと思われる。 

    以上のことから、本件契約は特定商取引法２条１項１号にいう「営業所等」以外

の場所で締結された契約であり、「訪問販売」に関する規定が適用される。 

    なお、特定商取引法 26 条６項１号にあるように、消費者が契約の申込み又は締

結を請求した場合には、訪問販売についての規定が適用されない（３条及び３条の

２は適用される）。しかし、商品等についての単なる問い合わせ又は資料の郵送の

依頼等を行った際に、販売業者等より訪問して説明をしたい旨の申し出があり、こ

れを消費者が承諾した場合には、消費者から「請求」を行ったとは言えないとされ

ている（特定商取引法逐条解説 216 頁）。この考え方に基づいても、本件では 26

条６項１号の適用除外に該当しない。 

 

  イ いわゆるアポイントメントセールスに当たるか 

    立案担当者によると、業者が販売意図を明らかにしないで消費者を呼び出す場合、

例えば、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合が２条１項

２号のアポイントメントセールスに該当する。この場合に、勧誘の対象となる商品

等について自らそれを扱う販売業者等であることを告げた場合でも、「見るだけで

いいから」と告げるなど販売意図を否定しているときや、実際には着物を購入しな

ければ着付け講習が受けられないにもかかわらず、着付け教室のみの参加が可能で

あるかのように表示していた場合には、販売意図を告げていないとされる（特定商

取引法逐条解説 51頁以下）。 

申立人らの一部は有料プランの存在には気がついていたものの無料で本件事業を

始めるということしか考えていなかった。にもかかわらず、相手方事業者は電話で

申立人らを呼び出す際に、有料プランを行うつもりはない旨言っている申立人らに
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対して、「無料でもできる」旨申立人らに伝えている。また、申立人らの中には、

相手方事業者から電話で「説明会をするから来て欲しい」といったように、「説明

会をする」という旨しか告げられずに呼び出されている者もいる。さらに、ある申

立人には、「資料を送るので確認したら電話ください」といった形で電話をさせて

いるが、その際にも話を聞くだけでよいと言っているだけである。 

    以上の申立人らの主張によれば、相手方事業者は本件有料プラン契約の締結につ

いて勧誘するためのものであることを告げずに、むしろ無料でもできるかのような

印象を与えたり、「説明だけでも聞いて欲しい」といった言辞で勧誘を行っている。

このような勧誘方法は無料でのプレゼントを配布するかのような言辞で消費者を呼

び出して実際には有償契約を締結させるいわゆるアポイントメントセールスに該当

しうる。 

    なお、勧誘目的を示さない呼び出し行為は特定商取引法では訪問販売、業務提供

誘引販売取引ともに禁止されており（３条、51 条の２）、また、勧誘目的を告げ

ずに誘引した者に対して公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することも禁止さ

れている（６条４項、52 条３項）。これらの規定に違反した場合には行政規制の

対象となるが、民事的にはどのように評価しうるかについては後述する。 

 

  ウ 訪問販売・アポイントメントセールスに該当する場合 

    以上の訪問販売に該当する場合には、業務提供誘引販売取引と同様にクーリン

グ・オフ制度があり、本件では契約書面に記載不備があることからいまだクーリン

グ・オフ期間は進行しておらず、すでに解約通知を送付している申立人らの本件契

約は解除されている。解除された場合の効果について、「訪問販売」に関する規定

には提供済みの役務について役務の対価を請求することができない旨の明文規定が

ある。 

    また、不実告知による取消しも可能である。 

 

  エ 26条の適用除外について 

    特定商取引法 26 条１項１号によれば、「訪問販売」に関する規定は申込みをし

た者が「営業のために」または「営業として」契約を締結した場合には適用されな

い。ここでの営業は商行為に限定されず、通常、事業・職務の用に供するために購

入し、又は役務の提供を受ける場合のことを言う（特定商取引法逐条解説 208頁）。

そうすると、本件では申立人らが「営業として」契約を締結したものであり、「訪

問販売」に関する規定が適用されないことになるのかが問題となる。 

ただし、立案担当者によれば、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使

用するためのものであった場合や、実質的に廃業していたり、事業実態がほとんど

ない零細事業者の場合には、「訪問販売」に関する規定が適用される可能性が高い

（特定商取引法逐条解説 208頁）。「営業」性の判断については後述する消費者契

約法の「事業」性と同様に考えることができることから詳細は後述するが、本件で

は本件事業の実態が乏しい故に、「営業」性が否定されるのではないか。 

 

 (3)  消費者契約法適用可能性について 

本件で申立人らは本件業務を副業として行おうと考えて本件契約を締結している。



- 27 - 

そうすると、形式的には、消費者契約法における「事業として又は事業のために」

契約を締結する「事業者」に該当し（同法２条２項）、同法による保護を享受でき

ないのかが問題となる。たしかに申立人らは「事業として又は事業のために」本件

契約を締結しているが、申立人は本件契約の目的である事業についての知識・経験

がなく、相手方事業者との間に情報・交渉力の格差がある。そのことから、本件の

申立人のような開業準備行為のために契約を締結した個人を「消費者的事業者」に

当たるとして、消費者契約法の「消費者」概念の拡張や消費者契約法の類推適用に

よる保護の模索が学説・実務上なされている（学説・実務の見解については、大澤

彩「フランチャイズ契約と消費者契約法」ジュリスト 1540号（2020年）30 頁以下

を参照）。 

    立案担当者は、「ある期間継続する意図をもって行われたものであれば、最初の

行為も事業として行われたものと解される」としており、開業準備行為のために契

約を締結した者も「事業者」に当たるとしている（消費者庁消費者制度課編『逐条

解説消費者契約法（第４版）』（商事法務、2019 年）100 頁、以下「消費者契約法

逐条解説」で引用）。裁判例でも例えばネットショップ開設のためのホームページ

制作等業務の提供を受ける契約を締結した個人の「消費者」該当性を否定したもの

がある（東京高判平成 29 年 11 月 29 日判時 2386 号 33 頁）。もっとも、立案担当

者も、事業者が相手方に事業に必要であるといって機械等を購入させることに主眼

があり、内職に客観的な実体がないような内職商法のために契約を締結した個人は

「事業者」にあたらないとしており（消費者契約法逐条解説 105頁）、そのように

解する裁判例もある（東京簡判平成 16 年 11 月 15 日消費者法ニュース 64 号 60

頁）。すなわち、社会通念上、事業と観念できないもの、例えば、代理店としての

収入が見込めず、代理店からの加盟料名目の金員の取得に目的がある代理店商法や、

事業の遂行とみられる程度にあるとは言いがたい内職商法の被勧誘者は「消費者」

となりうる（落合誠一『消費者契約法』（有斐閣、2000 年）58 頁や、日本弁護士

連合会消費者問題対策委員会編『コンメンタール消費者契約法〔第２版増補版〕』

（商事法務、2015年）。 

本件では、前述したように申立人らが代理店としての十分な収入が見込めるとは

言いがたく、契約締結時に支払った契約金（代理店加盟金）に相当する収入も得ら

れていない。申立人らに限らず他の消費生活センターでも同様の苦情相談が本件相

手方事業者に関して寄せられていることに鑑みると、本件契約の目的となっている

副業は事業の遂行とみられる程度にあるとは言いがたく、申立人らをはじめとする

個人からの契約金の取得が主眼となっているように思われる。そうすると、本件契

約を締結した申立人らは「消費者」に当たり、消費者契約法４条１項の不実告知や

４条２項の断定的判断の提供（営業活動による収入の見込みについて、具体的な数

字をあげて断定的な判断を提供しているといえる）に基づく本件契約の取消しがで

きることになろう。また、本件契約の勧誘に当たり、相手方事業者は貸しオフィス

という公衆が出入りしない場所で申立人らを勧誘し、何名かの申立人等はその場で

すぐにお金を支払うことを要求されて相手方事業者に伴われて銀行ＡＴＭや消費者

金融に連れて行かれた上で逃げられない雰囲気になって契約をさせていることから、

同法４条３項２号の退去妨害にも当たる可能性がある。 
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 (4)  契約締結過程における相手方の行為の不法行為該当性 

本件契約締結過程においては、相手方事業者の特定商取引法違反行為が複数見ら

れる。これらの行為によって、申立人らは本件有料プランの契約を締結するか否か

を判断する重要な機会が奪われたと言うことができ、それによって申立人らに経済

的損害や精神的損害が生じているとすれば、相手方事業者の申立人らに対する不法

行為責任が成立する可能性があるのではないだろうか。問題となるのは以下の行為

である。 

第１に、勧誘目的を示さない呼び出し行為は特定商取引法では訪問販売、業務提

供誘引販売取引ともに禁止されており（３条、51 条の２）、また、勧誘目的を告

げずに誘引した者に対して公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することも禁止

されている（６条４項、52 条３項）。前者については消費者の勧誘を受けるか拒

否するかを判断する最初の重要な機会を奪うことを防ぎ（特定商取引法逐条解説

62 頁）、後者は消費者が冷静な判断を行うことが困難になり不本意に契約を結ば

されてしまうことを防ぐというものである（特定商取引法逐条解説 82 頁）。違反

した場合には行政処分等（６条４項の場合には懲役又は罰金のほか（70 条１号）、

指示（７条）や業務停止命令（８条））の対象となる。 

第２に、相手方事業者は申立人らにその場ですぐに契約金を支払うことを要求し、

そのために金銭消費貸借契約を締結させている。その際に、一部の申立人は断るこ

とができないような雰囲気ゆえに逃げられないままに消費者金融に連れて行かれ、

金銭消費貸借契約を締結している。また、申立人の１人は銀行ＡＴＭに連れて行か

れてその場で預貯金の引き出し及び振り込みをさせられている。 

このように、契約相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これ

らに類する場所に連行する行為や、契約相手方に金銭の借り入れに係る契約を締結

させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘する行

為は、７条１項５号及び省令７条６号、56 条１項４号及び省令 46 条５号に反する。

これらの行為は主務大臣の指示対象行為である。 

第３に、本件で言えば、学生である申立人へ収入に見合わない契約金 70 万円の

勧誘を行うことは、特定商取引法７条１項５号及び省令７条３号、５条１項４号及

び省令 46 条３号の適合性原則違反になりうるのではないか。また、そもそも、一

部の申立人に対して年収や借り入れ目的、職業等について虚偽の申告をさせている

が、このような行為は特定商取引法７条１項５号及び省令７条６号、56 条１項４

号及び省令 46条５号に違反する。 

    以上の特定商取引法の規定はいわゆる取締法規であるが、取締法規違反が民事上

も不法行為に当たるか否かについて、学説上は民法 709条の「違法性」や「過失」

の要件として扱われてきたが、取締法規のうち特に経済法令違反については、「違

法性」や「過失」の有無を判断するにあたって有力な手がかりとして考慮されてい

る（山本敬三『公序良俗論の再構成』（有斐閣、2000 年）270 頁）。具体的には、

取締法規が不法行為責任において問題とされている当該利益を保護することを目的

としている場合には、当該取締法規違反が不法行為責任を成立させる方向で影響を

与えるという学説が有力である（『新注釈民法（15）債権（8）』（有斐閣、2016

年）816 頁〔後藤巻則〕、吉村良一『不法行為法（第５版）』（有斐閣、2017 年）

61 頁など）。本件で問題となっている特定商取引法規定の趣旨が消費者の自由な
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意思決定の保護等、消費者の利益の保護にあることから、同法違反行為はまさにこ

れらの利益を侵害するものであり、不法行為に当たり得る（斎藤雅弘＝池本誠司＝

石戸谷豊『特定商取引法ハンドブック（第６版）』（日本評論社、2019 年）820 頁

も参照）。本件では特定商取引法違反にも当たる執拗な行為で申立人らが冷静に判

断する機会を奪ったことを理由に不法行為を肯定し、本件代理店加盟金相当額の損

害賠償を請求することも考えられる。 

    また、収入に見合わない取引を勧誘する行為については、投資取引であればいわ

ゆる適合性の原則が問題となる。本件は投資取引ではないものの、収入に見合わな

い金額の金銭消費貸借契約を締結させることは貸金業法で過剰与信を禁止している

趣旨等をふまえても妥当性を欠く行為である。また、適合性の原則については投資

取引以外の分野においても相手方の判断力・経験不足につけ込んで行われた行為で

あれば考慮の余地があるとする学説も見られる。本件の申立人のように、無料プラ

ンでの本件事業開始を検討していた者や、奨学金返済のために本件事業開始を検討

しているような者に、高額な契約金（代理店加盟金）を支払わせ、しかも、必ずし

も収入が見込めるとは限らない（むしろ収入を得ることが困難な事業ともいえる）

事業に関する契約を締結させることは、申立人の収入や知識・経験のみならず契約

目的にも適合しない契約を締結させたとみることもできる。投資取引分野以外で適

合性原則違反を不法行為と評価する上では理論上、克服すべき課題も多く（角田美

穂子『適合性原則と私法理論の交錯』（商事法務、2014 年）370 頁以下）、慎重な

検討を要するが、投資取引における適合性原則違反が不法行為性を帯びうることを

一般論として肯定した最判平成 17年７月 14日民集 59巻６号 1323頁を参考に、本

件でも適合性原則違反のみならずその他の特定商取引法違反行為もふまえて総合的

に評価することによって不法行為を肯定することは可能であろう。そもそも本件で

は申立人らの意思決定の自由が奪われており、そのような方法での勧誘行為は不法

行為に当たり得る。 

なお、以上の不法行為該当性を判断する上では、内容の伴わない起業家育成プロ

グラム受講契約を締結した行為が詐欺に当たり、不法行為に当たるとした福岡地判

平成 28年９月 30日消費者法ニュース 110号 266頁も参考となる。すなわち、以上

のような勧誘の不当性だけではなく、契約の内容の不当性も合わせて不法行為性を

判断する裁判例はこれまでも存在し、本件でも勧誘の不当性だけではなく、およそ

収入を得ることが困難な実態の乏しい事業のために申立人らを勧誘したというので

あれば、不法行為性を肯定し得ると考えられる。 

 

 (5)  大手ウェブサイト事業者Ｘの責任について 

   最後に、本件では直接問題とならないものの、申立人らの契約締結意思に影響

を与えていると思われる大手ウェブサイト事業者の法的責任について付言する。本

件では相手方事業者が「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であ

るといった記載をサイトに行っている。Ｘは大手の著名なウェブサイト事業者であ

るため、申立人らもＸならば安心であると、相手方事業者を信頼するに至っている。

確かに、相手方事業者は一部の申立人に対してＸとは提携関係にはないということ

や、系列会社ではないといったことも言っているが、その一方で、アポイント取り

の際にＸの名前を使うことで営業活動が容易になるといった旨を述べている。相手
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方事業者のＸの名前を利用する行為の中には、Ｘが上記掲載者向けに提示している

ガイドラインでは認められていない行為もあるが、Ｘは相手方事業者を「大手ウェ

ブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」と認定しながらこのような相手方事業

者の行為を放置していたものであり、管理責任を果たしていなかったということは

出来ないだろうか。さらに言えば、Ｘが管理責任を果たしていなかったことにより、

相手方事業者がＸの名前を利用して本件取引や本件事業を行うことを容易にしてい

たと言えないだろうか。すなわち、Ｘが自分の名前を利用することを相手方事業者

に明示的に許諾していなくても結果的に名前を利用することを容易ならしめていた

という場合に、Ｘは申立人らに対して何ら法的責任を負わないのだろうか。 

    商法 14 条によれば、自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許

諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者

に対して、当該他人と連帯して当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う

（同種の規定が会社法９条にも存在する）。本件では申立人らはＸと取引をすると

いう誤認をしたわけではないためこの規定は直接問題にならないが、この規定の趣

旨は他人に自己の名義を用いることを許諾していた者が当該他人の行為について一

定の責任を負うことを示している。実際にも、この規定の類推適用によって、テナ

ントの行為についてスーパーマーケットが債務不履行責任を負うことを認めた判例

がある（最判平成７年 11月 30日民集 49巻９号 2972頁）。 

また、同じく相手方事業者の行った法律行為をＸに帰属させることが問題となる

わけではない本件では直接問題にならない規定ではあるが、本人が自己の名義を使

用して取引することを他人に明示的に許していた場合や、黙認した場合には、本人

の表見代理責任が民法 109 条によって認められることがあることも（最判昭和 35

年 10 月 21 日民集 14 巻 12 号 2661 頁）、他人に自己の名義の使用を明示的または

黙示的に許していた者がその者の行為について一定の法的責任を負うことを示して

いる。 

    これらの規定の趣旨をふまえると、Ｘは大手のウェブサイト事業者であり、消費

者にも知名度が高くて信用を与えやすい存在である以上、他人に自己の名前を用い

ることを認めたり、それを容易にすることによって本件のように消費者に損害を与

えたという場合に、消費者に損害を及ぼすおそれがあることを予見し、あるいは予

見し得た場合には、不法行為責任を負うこともあり得よう（本件とは事案が異なる

が、Ａ社が建設予定のマンションの広告を掲載した新聞社に対して、マンション着

工前にＡ社が倒産して消費者が内金を返還してもらえなかったという事案において、

「･･･広告に対する読者らの信頼は、高い情報収集能力を有する当該新聞社の報道

記事に対する信頼と全く無関係に存在するものではな」いことから、新聞社及び広

告社としては「新聞広告のもつ影響力の大きさに照らし、広告内容の真実性に疑念

を抱くべき特別の事情があって読者らに不足の損害を及ぼすおそれがあることを予

見し、又は予見し得た場合には、真実性の調査確認をして虚偽広告を読者らに提供

してはならない義務がある」という一般論を述べた最判平成元年９月 19 日集民

157 号 601 頁からも、消費者に信頼を与えうる媒体や事業者が一定の法的責任を負

うことが示されている）。 
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２ 同種・類似被害の再発防止に向けて 

 (1)  相手方事業者に対して 

  ア 初期費用の回収可能性と副業の役務と報酬の経済的合理性の説明 

  相手方事業者は、契約金（代理店加盟金）という初期費用を高く設定し、かつ１

件当たりの報酬を高く設定しており、それを回収するための期間を「１か月で」な

どと説明している。 

  事業者は、消費者に対して契約を勧誘する際には、個々の消費者の知識及び経験

を考慮した上で消費者契約の内容についての必要な情報を提供する努力義務がある

（消費者契約法３条１項２号）。 

  相手方事業者はその回収にかかる希望的数値を説明するのでなく、客観的な実績

値を示したうえで、得られると述べた報酬の合理的根拠を説明すべきである。 

 

  イ 上位３位表示の説明について 

  本件では、単に 360度写真を撮影し、ウェブサイトに掲載することを勧誘するだ

けでなく、それが検索エンジンで「上位３位以内になる」という優位性を述べて勧

誘をする業務であった。 

  その優位性の根拠として、どのような方法で「上位３位以内」で表示させるのか、

前提として様々な検索エンジンがどのように上位を定めているのかを、相手方事業

者は消費者に正確に説明すべきであった。 

 

ウ 金員を借り入れさせて契約することについて 

  契約金の支払いのために、他の事業者からの貸付を受けさせる場合でも、本件の

ように副業として宣伝をしているのであれば、収入の不足を補おうとしていること

が推測されるので、消費者の生活維持を困難にさせないように注意すべきであり、

過剰借入とならないように注意すべきである。まして、消費者金融に同行して、借

入目的・年収について偽った内容を申告するよう促すといった行為は行ってはなら

ない。 

 

 (2)  大手ウェブサイト事業者Ｘに対して 

本件の相手事業者は「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であ

るところ、このような認定が、いかなる目的で行われ、Ｘと相手方との間でいかな

る内容の契約をしているのか詳細は不明である。 

仮にＸが他社（事業者や個人）を「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている

掲載者」とするに当たり、認定料をとっている場合、そうでなくとも認定のために

多額の支出をした場合は、認定を受けた事業者はその回収を考えるであろうから、

その点の認定業者の事業の在り方についていかなる契約をしているのかが問題とな

る。 

また、認定を受けた事業者のメリットがＸの商標を使用できる点にあるか、ある

いはＸの商標を使用させる前提で認定を与えるのであるならば大手ウェブサイト事

業者Ｘは相手方事業者に相応の義務を課していると考えられるが、それでも本件の

ような被害が発生したということであれば、このような認定制度自体に問題があっ

たのではないかと推測される。 
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事業者がその事業収益の拡大のためにさまざまな制度を創設することはままある

が、事業者の商標や関与を信頼した消費者に対しての責任も考慮に入れたうえで行

うべきことは言うまでもない。 

 

 (3)  消費者に対して 

  ア 副業に対する考え方 

    消費者が副業ビジネスの謳い文句に誘われることによる被害が多数発生している。

副業は一般的に主たる生業を補うものと認識されており、生業以上に収入を得られ

る位置づけがないものである。にもかかわらず、副業ビジネスの広告では、生業に

よるものを大きく上回る収入が得られるかのように謳われている。 

    まず、副業を行うに当たり、消費者は、自らが締結しようとする契約が労働契約

か否か、契約の種類を確認する必要がある。特に、労働契約をするのではない場合、

事業者となる契約と判断されるならば、民法による規定で有効無効が判断され、消

費者としての特別の保護が及ばないので注意を要する（厚生労働省平成 30 年２月

「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」、「平成 30年３月 30日

雇用類似の働き方に関する検討会報告書」等参照）。 

    また、副業は「起業すること」と近い概念で語られる、すなわち事業者になろう

としていると社会的には分類される場合があることを、消費者は理解すべきである

（中小企業庁平成 29 年３月「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査

事業研究会提言」）。 

 

  イ 業務委託契約・代理店契約を締結する場合 

    まず、契約前に十分な情報開示を受けることが必要である。 

    事業者から受注件数や報酬額などが分かる資料（財務諸表など）を入手し、粗利

率、経費率などを見て、どの程度の負担でどの程度の報酬が得られそうか確認する

必要があるだろう。 

副業は、未経験の業務であることが多い。そのため、どの程度の負担においてそ

の提示された報酬が得られるのかは、勧誘する事業者からの情報に依存することが

多く、その報酬を得られる確実性を検証することが困難な場合が多い。 

そこで副業で得られる報酬については、平均的な売上高、事業としての利益率な

どが実現可能なものか客観的資料で検証することが望ましい。 

例えば、日本政策金融公庫のホームページに刊行物・調査結果という項目があり、

そこに各種中小企業の指標の調査が載っているので、平均的な粗利率、経費率など

を確認することができる。 

    労働契約以外の報酬は、どんなに勧誘時に儲かると言われても、最低賃金などの

法的保護がないことを理解すべきである。 

    また、労働契約以外の形態で働くことを考えるという際には、例えば、自営型テ

レワークを行うのであれば、厚生労働省平成 30 年６月「自営型テレワーカーのた

めのハンドブック」に、安心して自営型テレワークをするための基礎知識がまとめ

てあり参考となるし、例えば、創業・起業を考えるのであれば、東京都産業労働局

の「東京都創業ＮＥＴ」（東京都で創業・起業する方々を応援する情報プラットフ

ォーム（https://www.tokyo-sogyo-net.jp/））において、スタートアップから事業

https://www.tokyo-sogyo-net.jp/
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計画、開業支援、さらには創業者どうしの交流まで、様々な情報が幅広い方々にワ

ンストップで提供されているので参考になるだろう。 

 

  ウ 業務より先に金員を要求されることに対する警戒心 

    消費者が副業をしようと考える場合は、不足する生活費を自ら稼ぐ目的であるこ

とが多い。従って、業務より前に金員を支払う契約では、持ち出しになり、予定し

た収入がなければ全く損をしてしまう結果となる。 

消費者は、収入を得られることが確実でないのに、先に事業者に対して、金員を

支払うことの危険性を理解することが必要である。このような前払いは、事業者が

事業資金を借り入れるのと同様の危険性があり、事業者が事業計画を立てなければ

借入られないと同様の立場に置かれており、十分な検討時間を要するものであって、

消費者が勧誘されたからその場で承諾するような性質の事案ではないことを理解し

ておく必要がある。 

    そして、高い収入・報酬を示されると、事前に支払う金額の大きさに対する判断

を誤ることがあるので、類似の副業による報酬の相場を、先に上げたような公的な

サイトで確認する必要がある。 

    また、事業者の事業規模・設立年など信用性を調査することも、被害を防ぐため

に有益である。 

 

  エ 業務委託契約・代理店契約の権利義務と報酬額について 

    契約書の表題をまず見てどのような性格の契約かを確認し、解約条件が書いてあ

る条項、違約金条項を特によく見て具体的な適用場面の説明を受けるべきである。 

    そして、十分説明を受け理解した上で、少なくとも知人や親族などに相談してか

ら署名すべきであり、言われるがままに署名捺印しないことが必要である。 

    契約書を示された場合には、事業者であった場合でもその場ですぐに署名捺印す

ることはなく、いったん検討のために持ち帰るものであり、消費者に対して検討の

猶予を与えないような事業者に対しては警戒しなければならない。 

代理店契約は、特に店舗を構えるものではなくとも多くが労働契約ではないと判

断されるものであり、働いた分だけ報酬を得られる法的保護はない。 

 

  オ 勧誘文言と客観的資料 

    勧誘に際しては、一面的な情報、都合のよいことを誇大に説明することも多いの

で、消費者は、できれば３年間、すくなくともこの１年間の実績（件数、業態、地

域、契約金額など）の客観的資料の開示を求める必要がある。 

    本件では、検索サイト上で「上位３位以内表示」のノウハウがあるから顧客を獲

得できるという説明があったが、「上位３位以内表示」という多くの人が期待する

ような言葉だけでなく、なぜ、そのようなことが可能なのかを相手方事業者に確認

することも重要であるとともに、第三者からの情報を得ることが必要である。 

 

  カ 説明するだけという勧誘に対して 

  本件では、説明するだけだと言われて消費者が呼出しに応じてしまったという事

実がある。 
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  説明するだけだと言われて出向いた場合は、説明するだけと言われたから来たと

いう点を断る理由にして、じっくり検討する時間が必要と言ってその場を去ること

が重要である。 

 

 (4)  行政に対して 

  ア 副業商法に対する消費者への注意喚起 

    行政機関は、様々な機会、媒体を用いて、消費者に対し、消費者に対して述べた

ような副業を検討するに当たっての副業商法の注意点及び危険性について注意喚起

をすべきである。 

    特に、ホームページ上に「副業」という項目を載せて、さまざまな契約類型、そ

れらの契約上の問題点の指摘、業務提供誘引販売取引の事案を集積して掲載するこ

とが必要である。先に金員を支払う形の副業には注意が必要であること、借入をし

て副業を行うことは非常にリスクが高いこと、副業には事業者契約として保護され

ない場合があることなどを注意喚起すべきである。 

 

  イ 副業商法に対する事業者への注意喚起 

    特定商取引法（業務提供誘引販売取引）の規制を守るように自ら契約書面を点検

すること、勧誘時の説明責任を果たすことなどを注意喚起すべきである。 
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資料１ 

申立人Ａからの事情聴取 

項 目 内 容 

契約内容 

契 約 日 ： 平成 30年５月上旬 

契約内容 ： 代理店契約（プレミアムプラン） 

契約金額 ： 756,000円 

副業の動

機及び相

手方と面

会するこ

ととなっ

た経緯 

・本業の他に収入がもう少し欲しいと思って相手方サイトから資料請求した。 

・相手方Ｆ氏からすぐ電話が来て、「資料を送るので見ておいてください」とのことで、

メールで資料が送られてきた。資料を見て有料のプランがあることは分かったが、

お金をかけてまでする気は全くなかった。そのため、次に相手方Ｆ氏から電話がき

たときに、無料でしたいと伝えたところ、無料でもできると言われて、平成 30年５

月上旬に会う約束をした。 

契約勧誘

場所及び

勧誘者 

・相手方Ｆ氏と駅で待ち合わせ、相手方が借りているという甲地域の仮オフィスへ行

った。「ここがよく使うところなんだ」と言っていた。借りているところとの話で、

うちの事務所とは言っていない。そこで相手方Ｆ氏から１対１で説明を受けた。個

室ではなく、ソファーや机が４つ、５つある開けた感じのスペースだった。 

代理店契

約の説明 

・代理店がするのは、担当エリアのお店に電話でアポイントを取り営業に行くことと

説明された。「360度写真は、東京はまだ余り浸透していない」と言っていた。「あな

たに◎区と◎区をエリアにしてあげる」とのことだった。「最初に研修をして、その

後、一緒に行って、それを何度かやる。僕が全部やってあげる、僕があなたを稼げ

るようにしてあげる」と、そういうふうにずっと言っていた。 

・相手方は、「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であるとの説明が

あった。もともと副業をしようと思って相手方のサイトを見たときに「Ｘ」と書い

てあったので、すごくしっかりしているというか、悪いところじゃないなと思った

ので、そこで安心感はあった。相手方が、大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されて

いるということは、この契約の決め手になった。 

短期間で

契約金の

元が取れ

ることの

説明 

・「代理店契約した主婦の方が先月 300万円稼いだ」と言われた。営業の経験は全くな

いので不安はあったが、相手方Ｆ氏に、「携帯電話一つでできる、これは営業じゃな

いから、ただこういうものがあるというのをお店に教えてあげに行くのだ」と言わ

れた。「行けば９割契約するよ」という話だった。10分で終わるとのことだった。そ

れだけ簡単なのだったら確かにできるなと思った。「あなただったらこれだけでき

る」というふうにすごく褒められた。 

・「競合他社はいるけれども、うちは契約してくれた店のサイトを検索結果の上位３位

に必ず載るようにする。本当はすごくお金がかかるところだけれども、それを無料

でやる。検索結果は、上位３つが大きく出て、あとは全然小さい、出てこないので、

それだと検索されないから、そのために上に持っていく。会社にはそのノウハウが

あるから、それがうちの売りだよ。だから、どこにも負けないというか、それがす

ごい強みだ」と言っていた。 

プレミア

ムプラン

にした理

由 

・有料プランは、30万円と 50万円と 70万円だが、どのプランも全部同じ働き方で、   

 70万円のプレミアムプランが一番報酬額が高く、サポートがいろいろあった。30万  

  円だとアポイントを自分で必ず取らなければいけない。50万円だとそれにプラス少

しあって、70万円はアポイントを別の人が取ってくれたり、いろいろ他にもサポー 
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項 目 内 容 

 

トできるとのことだった。もしアポイントを取って急遽行けなくなったというとき

も誰かにお願いできるとか、プレミアムプランには、いろいろそういうサポートが

あり、報酬額が高く仕事内容も同じとなると、これのほうが絶対いいよという流れ

になった。 

勧誘され

た当日に

契約した

理由 

・勧誘された当日に契約したが、それは、以前、勧誘当日に契約せず、奥さんに相談

して後日やりたいと言ったときにはもう希望していたエリアが別の方に取られてい

たとか、そういう話もされたからだ。すぐやらないと確かにエリアはとられてしま

うのだなと思い、わざわざ遠くに行くのも嫌だし、「あなたには◎区と◎区を担当エ

リアにしてあげる」と言われ、２か所とってもらえた特別感もあったので、だった

らもう今日やるしかないんだなと思って契約した。 

契約時の

説明 

・契約書は最後にぱっと出されたので、ちゃんと読み合わせとかはしていない。すぐ

にサインして渡した。解約したくなった場合などの話は全くなかった。 

契約金の

支払い 

・契約金の支払いに当たっては、「みんなクレジットカードで払っている」と言われ、

「必ずリボ払いにしてね」と言われた。急いでその日に支払いをしてほしいという

感じだったので、その日に支払った。「早く 70 万円返金するために僕がサポートす

るから、契約を今月に例えば３件取って、来月５件ぐらい取れるようにサポートす

るから」と言われた。 

契約後の

活動 

・契約後、すぐに研修が始まり、研修が終わってからその日に同行訪問に行った。１

時間半ぐらい相手方Ｇ氏がお店の方と話したが、Ｇ氏の営業トークは、雑談などの

会話力があり、専門的知識が豊富で、話の持って行き方が上手く、凄いと思った。

相手が悩み黙り込んでしまった時も話し続けたり、上位表示対策など専門的な話を

していた。自分は知識ゼロなので、聞いていて分からないことだらけだった。自分

にはとてもできるやり取りではなく、マニュアルを見ただけでは契約は取れない、

社員だからこその知識が沢山あるように感じた。また、相手が黙り込んでしまった

ら、自分では対応できないと思った。結局その日は契約は取れず帰った。 

研修と同行訪問を行った日以降、アポイント取りの電話をかけた。マニュアルを

見ながら自分で隙間時間に電話をして、アポイントを取ろうとしたが１件も取れな

かった。 

契約解消

を思い至

った経緯

及び解約

申出 

・アポイントを取ろうとしたが取れず、早目の段階でもう無理だなと思い相手方Ｆ氏

に連絡して、「ちょっと私は取れそうにないので解約していいですか」と言った。相

手方Ｆ氏からは、「ちょっと待って、あなたはもっとできるから、僕が一回電話する

からそれを録音して」と言われ、やり方を聞いた。フランクにお店の人に電話する

という感じだったので、それだったら確かに自分にもできるのかなと思い、頑張り

ますとなった。 

・しかし、やはりアポイントは取れず、Ｆ氏に伝えたところ、会社がアポイントを取

った店舗に同行で行くことになった。同行訪問は５回ぐらい、単独訪問は３回行っ

た。全て契約には至らなかった。 

９月初旬に、時間的に本業と副業の両立は無理な状況となり、相手方に連絡した

が、「あなたは、一定の条件のもと返金ができるという安心保障制度が出来る前の契

約なので対応できない」と言われた。やるしかない状況だったので、アポイント取

りの電話をしたり単独訪問をしたが成約できなかった。消費生活センターに相談し、

12月下旬に相手方宛て解約通知書を送付した。 
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項 目 内 容 

報酬につ

いて 

・自分は契約できていないが、報酬が振り込まれているものが２件ある。 

・同行訪問した時は契約できなかったが、「何か月かアプローチして契約が取れた。最

初に一緒に行ったからあげる」と言われて振り込まれた。 

・もう１件、私がもともと同行で行く予定が、急用が入り行けなくなったときに、契

約が取れたらしく、「会社には一緒に行っていると言っているから、これは言わなく

ていいからあなたに報酬をあげる」と言われて、そのとき振り込まれた。 

・成約金額は分からないが、振り込まれた金額は合計で 108,000円である。 

本件契約

について

の意向 

・支払った金額は全額返金してほしい。なお、成約報酬として振り込まれた 108,000

円は差し引いてよい。 

その他 

・相手方Ｆ氏から、クレジットカードの返済状況はどうかと聞かれ、厳しい旨伝えた

ところ、「キャッシングができるのであれば、少しでも支払いの助けになるように、

僕が５日間で倍にして渡してあげるよ」と言われ、信じて、キャッシングできた約

35 万円を託してしまった。結局倍にして返してくれることはなく、全額にキャッシ

ングの利息を付して返済してもらう約束を取り付けたが、20 万円ほど返してもらっ

たところでＦ氏からの返済が滞っている状況である。 
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資料２ 

申立人Ｂからの事情聴取 

項 目 内 容 

契約内容 

契 約 日 ： 平成 30年５月中旬 

契約内容 ： 代理店契約（プレミアムプラン） 

契約金額 ： 756,000円 

副業の動

機及び相

手方と面

会するこ

ととなっ

た経緯 

・将来的な目的があり、お金を貯めたくて、本業の他に、月に２～３万円稼げればよ

いなと思っていた。相手方サイトを見つけて資料請求した。サイトには有料プラン

と無料プランが載っていたと思う。 

・資料請求した後に、相手方Ｈ氏から電話があり、「サイトに載っていたことは分かり

ましたか」と聞かれ、「説明会をするから来てほしい」と言われて、平成 30 年５月

中旬に会う約束をした。仕事内容の説明を聞いてから考えるつもりだった。 

契約勧誘

場所及び

勧誘者 

・本社のほうに呼ばれるかと思ったが、Ｈ氏と駅で待ち合わせ、甲地域のフリーオフ

ィスのようなところへ行った。入る際にカードキーが必要で、会社名の入った看板

などの表示は一切なく、ファミリーレストランのように、イスとテーブルのセット

がいくつかあった。入室後、相手方Ｆ氏がやってきて、Ｆ氏・Ｈ氏と２対１で説明

を受けた。主にＦ氏が話した。 

・フリーオフィス内には、他に、研修中の若い女性とその人の担当者が斜め後ろの席

にいて、Ｆ氏は時々、その研修中の女性の対応をしていた。 

代理店契

約の説明 

・エリアによって担当の代理店が決まっており、そのエリアで 360 度写真を広めてい

く、お店に行き 360度写真をウェブサイトに掲載することによる利益などを話して、

契約を取れればお金が入るみたいな説明をされた。私の担当エリアは「◎市・◎市・

◎市周辺」であり、在住の◎市を中心に◎市と◎市に及んでもいいという説明だっ

た。私だけがそのエリアで営業できると説明された。 

代理店になるために契約金を払うが、相手方のサイトに「各権利に対する費用の

他、早く多く販売件数を取ってもらうため研修・サポートを行う。研修・サポート

が無ければ遠回りになり、気持ちも萎えてしまう。」というような記載がある。「研

修・サポート」とは、勧誘に当たり店舗訪問に同行してくれることである。 

・「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であると相手方は言ってい

た。「Ｘ」と言われて、大手なので相手方に対して多少の信頼感のようなものは感

じた。ただし、相手方とＸとは提携関係などはないと言われた。 

プレミア

ムプラン

にした理

由 

・有料のプランは４種類あり、代理店の仕事内容は同じだが、契約金額と成功報酬の   

 額が違う。自分でプランは選んでおらず、70万円のプレミアムプランにされてしま 

った。月に２～３万円稼げればよいと思い、だからこそ、有料プランではなく、１

件当たりの報酬額が 500 円や 3,000 円の無料プランの仕事をしようと思っていた。

これなら好きな時間にできてよいと思ったこともある。しかし、稼ぎたいかと何度

も聞かれ、プレミアムプランを強く勧められ、「はい」としか言えない状況になって

しまった。有料プランをやるなら 30万円のライトプランがよいと最後の方まで言い

続けたが、プレミアムプランになっていた。 
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項 目 内 容 

短期間で

契約金の

元が取れ

ることの

説明 

・本業の休みが週２日あるが、「１か月、週１でやり続ければ 10 件契約が取れる」と

言っていた。プレミアムプランなら１件契約を取ると７万円もらえるので、１か月

で 70万円の元がとれて、その後はどんどんお金が入るという認識になり、信じてし

まった。 

たくさん契約が取れる根拠としては、集客効果を売りにしていた。360度写真を掲

載することにより、検索エンジンで例えば「どこどこ ラーメン」と調べると、契

約したお店が一番上の検索結果のところに上がってきますよと説明があった。検索

したときに、沢山の店舗が表示されるが、「次へ」で画面を遷移させて見る人はあま

りいないので、１ページ目に載ることが重要なのだということだった。検索上位に

来るということが成約してもらえるポイントだと説明され、そうなのかと思った。 

勧誘され

た当日に

契約した

理由 

・勧誘された当日に契約したが、それは、話がとんとんと進み、もうやらざるを得な

い状況だったからである。70万円は大金だが、今ないとか、持っていないからとい

うことで断れるような雰囲気ではなく、「お金借りに行きましょう」みたいな感じで、

その場で逃げられそうにもなく、本当に仕方なく契約した。私はその日、説明を聞

きに行っただけなので契約はしたくなかった。 

契約金の

支払い 

・クレジットカードの利用可能額を聞かれ、その場で自分がクレジットカード会社に

電話して確認し相手方に伝えた。相手方から「その金額では足りない」と言われ、

何故か消費者金融に連れていかれ、50 万円のカードローン契約をさせられた。「こ

の消費者金融であれば１か月間は利息がかからないし、１か月あれば 10件契約が取

れ、元が取れるので、利息を払わずにすむよ」と相手方Ｆ氏に言われた。 

自分は消費者金融と契約するのは初めてだった。Ｈ氏から、「利用目的を聞かれる

ので、家電購入にすれば通る」と言われた。また、年収については、「代理店になっ

たら収入が増えるのだから、100万円をプラスして書くように」と言われた。 

・消費者金融に居る間、Ｈ氏は昼食を取りに行き、終わったら連絡するように言われ

た。今思えば、この時点で一人になったので逃げてしまえばよかったが、その当時

はそういう心理状態になかった。私はここで借りて払わなければならないという使

命感に駆られていた。 

・契約当日に、消費者金融で借りた 50万円を支払い、後日、クレジットカードの利用

可能額を引き上げて、残りの分を払った。 

契約時の

説明 

・契約書の内容については、「大体、インターネットに書いてあることと一緒だから」

みたいな軽い感じで言われて、個々の条項の説明は受けていない。「これに書いて、

次はこれ」という感じで名前を書かされた。クーリング・オフの説明はなかった。 

・報酬がいつ入ってくるかは、締め日がたしかあった。（１か月で元が取れるので消費

者金融で借りても利息を払わずにすむということに関し、契約書には月末で締め切

って翌月の 15日に入ると書いてあるが）ここの説明はたしかなかった。そういうリ

スク的なものの説明はなかった。 

契約後の

活動 

・消費者金融の利息がかからない１か月以内に返すつもりでいたので、直ぐに契約時

と同じフリーオフィスで研修を行い、その後、研修の一環としてＦ氏でもＨ氏でも

ない人とお店を訪問した。２～３回行ったが一件も成約していない。 

簡単と言っていたが結構専門用語も多く、契約してもらうよう魅力を語るのも難

しいなと思った。 

自分でアポイント取りはしていない。「まだこの段階ではしなくていい、こっちが

取るので」と言われていた。単独訪問も行っていない。 
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項 目 内 容 

契約解消

を思い至

った理由

及び解約

申出 

・消費者金融の利息が発生することから、何とか早く返したいと思ったが、同行訪問

先は、私の担当のエリアでではなく、電車代も結構かかったし、時間も潰れた。最

初の説明では結構簡単、１時間とかで成約できると話していたが、そうではなかっ

た。ちょっと無理かなと思った。 

平成 30年６月に消費生活センターに相談し、相談員による交渉の中で、解約した

い、返金してほしいということは相手方に伝わっている。平成 30年７月頃、相手方

に簡易書留で解約通知を送ったが、不達で戻ってきてしまった。令和元年の 10月に

改めて特定記録郵便で送ったところ、それは届いているようだ。 

本件契約

について

の意向 

・難しそうだが、できれば全額返金してほしい。 

その他 

・２回目の同行訪問以後、他の方法で稼げないかと相手方Ｆ氏に相談した際に、お金

を預けてくれれば１週間で倍にして返すと儲け話を持ち掛けられた。具体的な内容

は聞かなかったが、ＦＸなど株の話かと思った。いくら払えるか聞かれ、ギリギリ

５万円くらいと答えたが、消費者金融の借金を返済している状況でこれ以上は払え

ないと考えなおし断ったところ、それ以上は勧めてこなかった。 
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資料３ 

申立人Ｃからの事情聴取 

項 目 内 容 

契約内容 

契 約 日 ： 平成 30年８月中旬 

契約内容 ： 代理店契約（プレミアムプラン） 

契約金額 ： 900,000円（定価 972,000円を減額） 

副業の動

機及び相

手方と面

会するこ

ととなっ

た経緯 

・会社を退職し、資格を活かして起業する予定があり、仕事が軌道に乗るまで収入的

に不安があったので、足りない分を補うために副業を探しており、平成 30年８月に

相手方サイトから資料請求した。 

・資料請求しメールで資料が送られてきた後、相手方Ｇ氏から「資料を見ましたか」

と電話がかかってきて、「説明を聞いてほしい」と言われたが、その資料には高額な

契約金が書かれていたので、「そういうお金を払ってやるつもりはないし、営業は私

にはできないから」とお断りした。しかし、「営業ではない、とにかく話だけでも聞

いてもらえないか」と言われ、電話のアポイント取りをする、１件幾らという形の

無料プランの仕事が載っていたので、そちらの話を聞きたいと思い、平成 30年８月

中旬に説明を聞きに行くことを約束した。 

契約勧誘

場所及び

勧誘者 

・相手方Ｆ氏と駅で待ち合わせ、相手方が、いつも打ち合わせに使っている場所だと

いう乙地域の貸し会議室へ行った。乙地域になったのは、相手方の都合だと思う。

１階のオープンスペースで相手方Ｆ氏から１対１で説明を受けた。貸し会議室に会

社の名前の表示はなかった。 

・他のブースにも人がいたが、相手方の関係者かどうかは分からない。 

代理店契

約の説明 

・360度写真をウェブサイトに載せて、検索エンジンで上位表示させることをお店に提

案して、成約すると、代理店に報酬が入る仕組みになっていると説明された。スマ

ホで、例えば「どこどこ、焼き肉屋」で検索し、特定の店が上から３つぐらい出る

ことを見せられて、一番上に出た店について、「ここはうちが 360度写真の撮影をし

て、ページをつくって載せたお店です。こういう形で写真を撮って載せるというこ

とでお店と契約をしていただくことで収入が得られます」と説明された。 

・代理店毎の担当のエリアが決まっているということだった。再三、「自分は営業はで

きない、アポイントは取れない」と言ったが、「ノウハウを研修で教える、営業経験

はなくてもできるまで必ず教える、自分が責任を持って最後まで教える」と強く言

われた。研修は回数や期間の制限はないとのことだった。 

・相手方は、「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であると聞いたの

で、知名度の高い会社であるＸが認識をしているということで、信用してしまった。

「Ｘの看板があるからお店は絶対みんな信じるから、大丈夫だ」と言われた。「お店

にアポイントを取る最初の電話のきっかけにＸという名前を使いなさい」というこ

とだった。そういう形で営業することは、当然許可されているというような話だっ

た。 

短期間で

契約金の

元が取れ

ることの

説明 

・「契約は１か月に 10 件ではなく、もっと取れる、１か月ちょっとで代理店契約に支

払ったお金が回収できる」と言われた。実際に今まで代理店契約した人はどうかと

聞いたところ、「自分が担当した人の中で、１か月で元を取れなかった人はいない」

と言われた。「皆ほとんど元を取れている。大丈夫だ」と言われた。副業して収入を

得るために高額な契約金を払うことはどうかとは思ったが、１か月で元を取れると 
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項 目 内 容 

 

言われたので、そうかなと思ってしまった。 

スマホでお店を検索した結果を見せられ、「スマホでは上位の３件しか表示されな

いじゃないですか。この３件の中に入ることにすごい意味があり、うちだけができ

るんですよ」と言われた。「うちの技術スタッフだけが３位内に必ず入れる技術を持

っていて、だから必ず１位から３位に上げられますというふうに営業のときは言い

切って大丈夫です」と言われ、その説明を信じた。 

・企業がホームページを上位に出す策をやっていることは知っていて、それにはすご

くお金がかかると考えていたので、これだけ安く上位表示できるこの事業は新しい

というようなことを言われて、それを信じてしまった。 

勧誘され

た当日に

契約した

理由 

・勧誘された当日に契約したが、「今契約しないと、もう明日にはまた別の人と会うの

で、いいエリアは埋まってしまう」と何度も言われたからである。私の販売エリア

は◎区と◎区であるが、「既に都内は結構埋まってしまっており、たまたまそこがあ

いている」と言われた。それで、今契約しないともうこのいい話はなくなってしま

うという焦りで、判断力がいつもと違ってしまったのかなと思う。 

・もし契約が取れなかったらどうなるのか聞いたところ、安心保証制度があり契約金

が返金されるとのことだった。一応、安心のためにつけているが、これを使う状況

には絶対にならないと強く言われた。細かい条件については契約書取り交わし時も

含めて一切説明を受けていない。高額な代理店契約など全くするつもりがなかった

が、安心保証制度があるというので、ダメでも戻ってくるならやってみた方がよい

のではないかという考えに至り、契約した。 

プレミア

ムプラン

にした理

由 

・契約金が安いプランから始めて、よかったら高いプランに変更するということも考

えた。しかし、その場合は差額を払うのではなくて、高いプランの全額を払わなけ

ればいけないと言われ、もったいないなと思ってしまった。どのプランも自分が行

うことは全部同じにもかかわらず、最初に払うお金が高いというだけで報酬が全然

違う。安いプランの報酬は３万円で、契約金 90万円のプレミアムプランは７万円と

いう仕組みになっていたので、プレミアムプランでないと損かなと考えてしまった。 

契約時の

説明 

・契約時に契約書の内容の説明はほとんどなかった。とにかく急いでいる感じだった

ので、それまでの打ち合わせの中で理解した内容で契約するのだと思って、名前と

住所のところだけ書いて渡した。解約したくなった場合の話とか中途解約という話

はしていない。 

契約金の

支払い 

・支払方法は指定されなかったが、今入金しないとエリアを確保できないと言われ、

クレジットカードで払うか現金を下ろしてくるしかなかった。50 万円をクレジット

カードで決済し、40万円をＡＴＭで引き出し現金で支払った。 

契約後の

活動 

・研修は、契約から約１週間後に受けた。研修後は、実際に同行で営業しているとこ

ろを見せるとのことだった。同行訪問を３回、単独訪問を４回行い、同行訪問の１

件は、社員が通常 10万円のところを５万円に減額してやっと成約したが、他は成約

できなかった。お客さんからこういう質問があったら、こう答えましょうなどのＱ

＆Ａはなかったので、単独訪問の際に、マニュアルどおりいかずに、現場でかなり

困って、その場から相手方に電話して質問したことが結構あった。 

なお、同行訪問の成約は自分の成約事例としてカウントされ報酬が入ってくるは

ずだが、入ってきていない。 

・契約締結前の説明と、実際とで全然違うと思った。自分はアポイント取りの電話を

30件かけたが、電話をかけても全くとり合ってもらえなかったし、Ｘだからといっ 
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項 目 内 容 

契約後の

活動 

て話を聞いてくれるということは全くなかった。インターネットで上位表示をする

ということに関して、余り興味がないお店が多かった。自分はレストランを探すと

きなどにインターネットを使っていて、上位に出てくるお店を見ているので、お店

を経営されている方はみんなすごく上位表示を意識しているのかと思ったし、そう

いう説明もあったので、そう思っていたが、意外とそれを重要と思っていない方も

多くて、360度写真掲載には、思ったより価値がなかった。店を広告する他のサービ

スを既に利用されている方が多く、他に幾らでも競合する別のサービスがあるとい

うところも、ちょっと難しいかなと感じた。 

契約解消

を思い至

った経緯

及び解約

申出 

・自分で１件もアポイントが取れず不安になり、10 月中旬に本件契約の営業は自分に

は難しいのではないかと思い、全部断ろうと思って相手方Ｆ氏と会う約束をした。

しかし、契約解除の話を切り出す前に相手方Ｆ氏から、「営業に同行し、月に２件、

確実に成約してあげる。それを６か月続け、その間に営業を覚えればよい」との提

案を受け、結局言い出せなかった。７万円×２件×６か月で 84万円は取り戻せると

考えてしまった。この時も、相手方Ｆ氏の話術に負けてしまった。 

しかし、今までの状況を思い返し、これ以上続けても状況が改善するとは思えず、

解約する決意をした。消費生活センターに相談した後、10月下旬に相手方に電話し、

解約する旨伝えたが、中途解約・返金はできないと言われた。その後、11 月上旬に

解約通知書を送付した。 

本件契約

について

の意向 

・クレジットカード会社から返金された 50 万円を除いた 40 万円を全額返金してほし

い。 

その他 

・契約日の帰り道に、相手方Ｆ氏から「実は儲け話がある。自分にお金を預けてくれ

れば、半年後に 10 倍にして返す。」と言われ、応じなかったところ、その後も「絶

対やった方がいいよ。」と何度も言われた。結果として断り切ったが、すると、それ

までは手厚く電話してくれていたのに、一切フォローしてくれなくなった。そして、

全部断ろうと同氏と会い「営業に同行し、月に２件、確実に成約してあげる。それ

を６か月続け、その間に営業を覚えればよい」と提案された際に、「裏の話（儲け話

のこと）もあるから、元が取れる、回収できる」と言われ、前回断った時に一切フ

ォローしてくれなくなったことを思い出し、裏の話を断ると、今回提案のあった月

２回の同行もしてくれないと思ってしまい、結局、50 万円を相手方Ｆ氏に託してし

まった。この 50 万円は 10 万円の５回払いで振り込む形で返金してもらった。４回

は相手方Ｆ氏名義の振込だったが、最後の 10万円は会社名義だった。 
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資料４ 

申立人Ｄからの事情聴取 

項 目 内 容 

契約内容 

契 約 日 ： 平成 30年９月下旬 

契約内容 ： 代理店契約（プレミアムプラン） 

契約金額 ： 800,000円（定価 972,000円を減額） 

副業の動

機及び相

手方と面

会するこ

ととなっ

た経緯 

・働いて２年程度であり、営業を学びたいと思って、相手方サイトから資料請求した。 

・相手方Ｆ氏から「資料を送るので確認したら電話ください」と電話があり、メール

で資料が送られてきた。資料を見て折り返し電話したところ、「説明するから一度来

てください、話を聞くだけでもいい」と言われて、平成 30年９月下旬に会う約束を

した。 

・契約の話になるとか勧誘されるとは思っておらず、ただ単純に、資料の話も余りな

かったので、その話を聞くという前提で行った。 

契約勧誘

場所及び

勧誘者 

・相手方Ｆ氏と駅で待ち合わせ、相手方がショールームだという乙地域の貸しスペー

スへ行き、そこで、相手方Ｆ氏から１対１で説明を受けた。会社名の入った看板な

どの表示は一切なく、オープンスペースに簡単なパーテーションがあるような感じ

で、他の人も居るのが分かった。相手方と異業種の人たちだったので、違う会社の

人だと思った。 

代理店契

約の説明 

・代理店は、360度写真掲載の契約を取るのが仕事になるという説明をされた。マニュ

アルなど一式が与えられ、研修を受けた後は、ＯＪＴのような形で教えてくれると

いう話もあった。ノウハウがもらえるのだという認識だった。 

・「自分のエリアみたいな指定をさせてあげるよ」という話で、担当エリアは、◎区と

◎市になったが、◎市は全部任せるというのではなく、何人かいるみたいな話だっ

た。 

・相手方は「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であるとのことだ

った。Ｘは非常に安心感を覚える企業で、その肩書は、お客さんに対しても売りに

なるものだという認識である。 

短期間で

契約金の

元が取れ

ることの

説明 

・契約金は、土日の８日間頑張ってやれば１か月で回収できるということだった。「絶

対できる、100％儲かる、２～３回に１件契約が取れる」とかなり簡単な感じで言わ

れた。「そういう人材を育成するために、そのために俺らがいる」の一点張りだった。

どんな説明をすると契約が取れるのかは、研修などで教えてもらおうと思っていた。 

上位表示が「売り」だと説明された。例えば「新宿、ハンバーグ」と入力して検

索すると相手方が 360 度写真を掲載したお店が上位にでてくる。この話を聞いても

らえれば、３回に１件は契約が取れるということだった。「競合他社が多数存在する

が、うちは差別化としてＳＥＯ対策にたけたエンジニアがいるので勝てるのだ」と

説明を受けた。 

勧誘された

当日に契約

した理由及

びプレミア

ムプランに

した理由 

・勧誘された当日にプレミアムプランで契約した。やるのだったら低い金額の方がい

いと言ったが、「だいたいはプレミアムプランで契約している。同じ仕事で入ってく

るお金が違うから、それでないともったいない」と 90万円のプレミアムプランを勧

められ、「俺が何とかお願いして 80 万円にするよ」と恩を売られたような形になっ

た。さらに、「基本は１エリアだが２つを任せてもいい、その分お客が多くなるよね」

と言われ、恩を重ねられ断りにくい状況を作られた。 
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項 目 内 容 

 
・ひととおりの説明を受けて、契約書の話になった。迷ったが、何とも言えない雰囲

気があって、署名してしまった。 

契約時の

説明 

・契約時に契約書の読み合わせは、さっとしたかもしれない。安心保障制度について

説明はなかったが、後で読んで理解した。クーリング・オフはできないと言ってい

た。理由は説明されていない。 

契約金の

支払い 

・契約金は、その場で払えと言われた。相手方Ｆ氏が「口座は何銀行？その銀行なら

あそこにあるから行こう」と銀行までついてきた。50 万円を現金で、残りを振り込

みで当日に払えとのことだった。これでいいのかなと迷いつつ、ＡＴＭに行った。

Ｆ氏に「早く早く」と急かされ、考える暇がなかった。 

契約解消

を思い至

った理由

及び解約

申出 

・契約し、全額支払って、ショールームを出て歩いている中ですぐに思い返した。流

れのまま自分が言いなりになってしまったことに気づいた。もともと契約するつも

りではなかったのに、なぜか流れの中で契約してしまって、お金まで払ってしまっ

た。これはまずいと思った。 

もう一回会って話がしたいとＦ氏に電話をし、ショールームの近くで会い、解約

をしたいという話をした。Ｆ氏は、「できるかどうか聞いてみる」と誰かに電話して、

結果は「できないよ」ということだった。 

何度も懇請して、Ｆ氏から、「わかった、一回持ち帰る」という話をされた。次の

日（契約日の翌日）に電話が来て、やっぱり無理だとのことだった。「80万円という

のは１か月で絶対に返せるものだから、とりあえずおまえはやれ。何も言わないで、

とりあえずおまえはやればいいんだ」という話をされて、電話を切られた。その後、

消費生活センターに相談した。 

契約後の

活動 

・研修の連絡があり、解約交渉の糸口を掴めるかもしれないと考えたため出かけてい

った。乙地域の駅でＦ氏と待ち合わせ、とにかく、やめたい、お金を返してほしい

と言い続けたが、「とりあえず来て」と強引にショールームに連れていかれた。行か

ないと返金してもらえないので行くしかなかった。ショールームに着いてからも、

ずっと、辞めたいとの話をしたが、Ｆ氏は全く聞く耳を持たなかった。途中で相手

方Ｉ氏が来て、Ｆ氏と交代し研修として説明をした。 

その後、解約通知を発送し、以降、相手方からの連絡はない。 

・契約後の営業活動は一切行っていない。１回でも営業をしたら、教えたことをやっ

たから返金できないというふうに言われるのではないかという怖さがあった。 

本件契約

について

の意向 

・全額返してほしい。 

その他 

・契約締結の直後、解約申出のためショールームの近くで、再度相手方Ｆ氏と会った

際に、本件契約とは全く関係のない投資について勧誘を受けた。お金が少しあるな

らやってみないかとのことであったが、断った。 
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資料５ 

申立人Ｅからの事情聴取 

項 目 内 容 

契約内容 

契 約 日 ： 平成 30年 10月上旬 代理店契約 

約１週間後に代理店取引個別契約 

契約内容 ： 代理店契約（プレミアムプラン） 

契約金額 ： 700,000円（定価 972,000円を減額） 

副業の動

機及び相

手方と面

会するこ

ととなっ

た経緯 

・大学生であり、奨学金をできるだけ早く返済したかったことなどから副業をしたい

と思い、相手方サイトから資料請求した。 

・メールで資料が送られてきて、「興味を持たれたら返信してください」と書いてあっ

たので返信したところ、相手方Ｆ氏から電話がかかってきた。「資料を見てどうです

か、やりたいですか」と聞かれ、興味を持った旨を話したところ、一度会って詳し

く説明するとの話になり平成 30 年 10 月上旬に会う約束をした。話をもう少し詳し

く聞いて、不安点などを払拭できたら副業しようと思ったので、会いに行くことに

した。行ったときに契約の話になるとは思わなかった。こういうことをするのも初

めてだったので、予想しておらず、話を聞きに行こうぐらいの感覚で行った。 

契約勧誘

場所及び

勧誘者 

・乙地域の駅で相手方Ｆ氏と待ち合わせ、レンタルオフィスに案内された。行く前に、

相手方のＨＰで所在地や外観を確認していたので、なぜレンタルオフィスで話すの

だろうと疑問に思い、その旨問うたところ、会社には打ち合わせをするスペースが

ないからだと言われた。会社名の表示はなく、使っているのは相手方だけではない

ようであった。入口は施錠されており、Ｆ氏がカードキーで開錠した。１階には飲

み物が自由に飲める機械があり、軽く話ができる机と椅子があった。２階には２つ

か３つの個室があり、他に、窓側に机と椅子のセットがいくつかあって、ここでＦ

氏から１対１で説明を受けた。 

・途中で、窓側の空いている椅子に女性が一人来たが、相手方とは関係のない人だと

の印象を受けた。 

代理店契

約の説明 

・代理店契約をして、私が担当するのは、お店に 360 度写真の話をしに行って、そこ

で契約を取るまでで、その後の、実際に撮影したり、撮影したものをウェブサイト

に載せて上位表示対策をしたりするのは相手方の仕事と説明された。契約金には、

あなただけの開拓できるエリアだとして担当エリアを与えられることに対するお金

の他、研修の費用やサポート費用も含まれているという話だった。 

・相手方が「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であるとの説明を

受けた。副業だと怪しいものがたくさんあるが、どちらかというとクリーンなお仕

事なのかなというイメージを持った。Ｘのホームページの中に、「大手ウェブサイト

事業者Ｘに信頼されている掲載者」のリストが掲載されており、確認したときに相

手方が入っていたので大丈夫かなという認識だった。ただし、相手方はＸの系列会

社というわけではないと言われた。 

短期間で

契約金の

元が取れ

ることの

説明 

・相手方Ｆ氏は、「１か月で大体契約金くらいは稼げるから、その１か月だけは辛抱し

てください」と言っていた。「成約率 90％ぐらいで僕は契約を取れる」と言っていた。

自分は営業経験は全然なく初めてだけれども、相手方Ｆ氏は、「Ｅさんできるよ、普

通に余裕でどんどんたくさん契約を取れるんじゃないか」と言っていた。学校の休

み時間が１日に 20分×４回あるので、20分で３店舗位電話することができ、１日に 
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項 目 内 容 

短期間で

契約金の

元が取れ

ることの

説明 

１件はアポイントが取れるのではないかと考えていた。相手方Ｆ氏が９割の成約率

と言っていたので、自分は半分くらいの成約率かなと思っていた。 

・「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」だということがお客さんから

の信用をかち取るポイントなので、そこは絶対に売りにして勧誘し、プラス、上位

表示対策が万全だということを説明し、その２点で契約を取っていくんだよという

説明を受けた。例えば、「○○駅」「ラーメン屋」とのキーワードで検索をかけた際

に、だいたい５軒程度が検索結果の１頁目に表示されるが、このことが重要なのだ

ということだった。 

相手方の代表取締役がシステムエンジニアの専門家で、上位表示対策に強く、上

位３位以内に表示させることができるのが相手方の売りで、他の撮影会社と違い成

功しているのだとのことだった。凄い人だと思い、これで一気に信じた。 

・相手方Ｓ氏が電卓を持って、各担当する人に１つの区なり市が割り当てられるので、

例えば私が◎市を担当するとしたらとして、タウンページを見せられ、「これぐらい

のお店の数がありますねと。１件当たり契約を取ると掛ける 10万円ぐらいで、足し

合わせるとこれぐらいのお金になりますよ」と億単位のお金を電卓で見せられた。

億単位とは行かなくても何十万、何百万というところがあり得るかなと思った。奨

学金も返せるし、学費も稼げるぐらいの気持ちになった。 

勧誘され

た当日に

代理店契

約を締結

した理由

及び代理

店取引個

別契約の

締結が同

日でなか

った理由 

・50万円のスタンダードプランを勧められ、自分も報酬が多いプランのほうがよいし、

サポートがあるほうがよかったが、当時、自分で使えるお金が 50万円なかったので、

払うことができないという話をすると、相手方Ｆ氏が「クレジットカードを作れば

ショッピング機能でお金が遣える」と教えてくれ、結局言われるがまま 50万円のス

タンダードプランの契約をすることになった。 

・その日は話だけ聞いて帰ろうとしたが、勧誘された当日に契約した。それは、「担当

エリアを確保するために、できるだけ早く契約した方がいい」と諭されたからであ

る。担当エリアについて、「23区は◎区以外は埋まっている、◎区は自分にとって特

別なので取っておいた。Ｅさんに頑張ってほしいので、◎区の権利を与える」との

ことだった。そして、当時自分が住んでいた◎市に近い◎市もエリアとして与えら

れた。エリアは一人いくつという話はなかった。 

・この日は 50 万円全額を支払うことができなかったので、「代理店契約書」で契約し

たのみで、お金が用意できたら本契約するということになった（事務局注：代理店

契約書には、契約金額及びプラン名は記載されていない。）。 

契約金の

支払い（経

理費） 

・「経理費という名前のお金だけ今日払ってください」と言われた。「経理費とは、他

の副業する人にエリアを奪われないようにしたり、研修の日程を調整するのに他の

スタッフに言ったりという行動をするに当たって必要なお金」という話をされた。

それで、その時準備できた 10万円を支払った。 

契約金の

工面方法 

・相手方Ｆ氏の助言により、クレジットカードを作成してショッピング機能を利用し

て支払うこととし、カード会社を調べたところ、学生だとどこも限度額が 10万円程

度だった。そこで、相手方Ｆ氏に契約金を用意できないと伝えたところ、「カード会

社には学生ということを黙って社会人ということにして、適当にどこか所属の収入

が得られる組織名を書けばいいんだよ」と言われた。また、相手方Ｆ氏から、「◎◎

カードが審査が通りやすい」と勧められた。当時、家庭教師の登録をしていたため、

相手方Ｆ氏の言う通りに学生であることを黙ってフリーランスの家庭教師をしてい

る社会人として、相手方Ｆ氏から勧められた◎◎カードを作った。 
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項 目 内 容 

代理店取

引個別契

約締結の

経緯及び

プレミア

ムプラン

にした理

由 

・カードを作成したとＦ氏に伝え、代理店契約から約１週間後に再び相手方Ｆ氏に会

った。そのときに、相手方Ｆ氏から、「やはり報酬がスタンダードプランだと４万 8600

円、プレミアムプランの場合は７万 5600円だし、プレミアムプランにはサポート体

制があるので、短期間でお金を稼ぐ目的だとプレミアムプランのほうがよりいいの

ではないか」とより高い 90万円のプレミアムプランを勧められた。 

・90万円だとカードを使っても払えないという状況だったが、「Ｅさんだったら特別に

70万円でいいよ」と言われ、70万円であれば払えたので、プレミアムプランの「代

理店取引個別契約書」に署名した。 

契約時の

説明 

・契約書は、ざっと目を通したが、余り理解できなかった。「わからないところがあり

ますか」と聞かれたが、わからないところだらけだったので、正直全部聞けるわけ

でもなく、言われたまま署名して終わりだった。「途中でやめたいという場合には解

約できますか」と質問したところ、「契約をやめることは１年たっても報酬額総額が

契約金額に満たない場合しかできない」と言われた。「クーリング・オフは効かない」

とも言っていた。 

・１年たったらお金を返すという話だったが、「代理店取引個別契約書に書いてあるい

ろいろな条件をクリアしたら、安心保証制度というものを使える」と言っていた。

ただ、契約したときには、自分としてはもっと稼ぐつもりでいた。 

契約金の

支払い 

・代理店取引個別契約をした当日に、契約金の残金 60万円を、◎◎カードのショッピ

ング機能を利用した 50万円と手持ちの現金 10万円で支払った。 

契約後の

活動 

・代理店取引個別契約から約１週間後に相手方Ｉ氏から研修を受けることになり、ま

ず、アポイントが取れた案件について店舗にて相手方Ｉ氏が説明するのを横で見る

ことになった。この店舗は最初から乗り気だったので、淡々と説明がされ、成約に

至った。Ｉ氏からは「Ｅさんにも報酬を払う」と言われたが振り込まれていない。

この日、乙地域のレンタルオフィスの近くのカフェで研修を受けた。それはレンタ

ルオフィスに入るためのカードを相手方Ｉ氏が忘れたためである。 

その後、アポイント取りの電話かけをしたが、反応は悪くアポイントは取れなか

った。サポートがたくさんあるということだったので、相手方Ｆ氏に一件もアポイ

ントが取れないことを電話したら、電話で少し相談に乗ってくれるというのがここ

でいうサポートだった。その後、また何件かのお店に電話したが、結局アポイント

は取れなかった。30件ほど電話したが一つもアポイントが取れなかった。 

契約解消

を思い至

った理由

及び解約

申出 

・代理店契約のときに、「Ｅさんも取れるよ、契約金を１か月で回収できるよ」という

話を聞いた。実際に会って、相手方Ｆ氏も私がどういう人物かというのは把握した

上で、そういうふうに言ったと思う。だからこそ契約した。しかし結局アポイント

は取れず、誰でもすぐ１か月でたくさん契約が取れるというわけではないんだなと

いう認識にはなった。 

できるだけ早くこの副業をやめたいと思ったので、「やめたいです」という書面を

10 月下旬に相手方宛てに送り、ショートメッセージでも連絡をした。その後、消費

生活センターに相談した。 

本件契約

について

の意向 

・契約金 70 万円のうち、◎◎カード利用分の 50 万円は返ってきているので、残りの

20万円の返金を希望する。 
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資料６ 

相手方からの事情聴取 

項 目 内 容 

出席者の

立場 

・自分は当社の代表である。代表になるということを前提に、平成 31年の春先に入社

して５月に代表変更した。もともと私も 360 度写真掲載の事業をやっていたので、

このビジネスのよさというのは分かっている。申立人らの契約は平成 30年のことだ

が、契約の勧誘をしたときの説明内容についても全部聞いている。 

・会社としては、実際に今、社員は私一人で、あとは電話の受付にアルバイトを使っ

てという形でやっている。昨年は 10人ぐらい社員がいたと思う。 

事業内容 

・事業内容は、基本的には 360 度写真の売り込みである。営業実績が分かるものとい

うことで、顧客リストを提出した。平成 30年１月に設立し、代理店を募集し始めた

のが平成 30 年の４月からだと聞いている。一番多かったのは平成 30 年の秋ぐらい

で、そのころには代理店は 50人になっていたと思う。 

・顧客リストは 250 件弱載っているが、代理店一人当たりでいうと３件ぐらいではな

いかと思う。その人その人の時間と労力によって件数の差はもちろん出てくると思

うが、大体、普通に活動していて、月に２日活動していてまるっきり成約しないと

いうのは基本的にはないと僕は思う。実際、僕が直接フォローしたわけではないの

で、分かりかねるが。実際に僕が聞いている中では、一番すごい人なんかは毎月 10

件以上は取ってくるという人がいた。 

代理店契

約につい

て 

・契約書は「代理店契約書」と「代理店取引個別契約書」の２種類で、この他に代理

店と交わす書類はない。代理店が契約を取ってきて、あとのサービス、360度写真の

撮影及び編集、並びにそれに付随するサービスは当社がやる。契約書は契約時期に

よって変わっている。代理店に対するサポート内容や、代理店の報酬金額・契約金

額が変わったりしている。個別契約書でも解約ができるプランとできないプランが

あり、安心保証制度の内容が書いてある個別契約書もあるはずである。 

・代理店は、みんな素人の方なので、やはりお金だけいただいて終わりではなく、ち

ゃんと自分で活動できるようにサポートを行っていた。例えば、覚えてもらうため

に何度も社員が同行し、要は商談を見せて覚えていただく同行訪問とか、プランに

よっては、本業を持っていたら店舗様に対してアポイントを取る時間がないという

ことで、当社でアポイントを取ってあげるアポイントサポートとか、そういうサポ

ートも行っていた。そして、研修を全員にやっている。契約金を支払うと、それに

対して販売サポート、アポイントサポートなどを当社が行うという関係になってい

る。 

・当社は「大手ウェブサイト事業者Ｘに信頼されている掲載者」であり、やはりＸに

認めてもらっている当社の看板があって初めて店舗に営業しやすくなるわけなの

で、代理店の皆さんは、Ｘに認めてもらっている当社の何々さんという形で営業し

てもらっている。 

・代理店の方が活動するときに、新宿区などエリア設定はしていた。担当のエリア以

外は、基本的には営業してはいけない。そこのエリアで販売する権利を与えた、そ

こでやっていただくと、そういう認識でいい。 
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項 目 内 容 

研修・サポ

ートにつ

いて 

・座学研修は基本的に１回であるが、同行訪問については回数や期間の制限はない。

何とか一人で商談できるようにするというのが目標である。初めのうちは隣で商談

を見ていてくださいという形でやって、ある程度何回か連れていったら、「今度はあ

なたがしゃべってください。私が隣でフォローします」という形で、サポートして

いったと思う。一人で行けるようになるのは個人差がある。難しそうであれば何回

も連れていくし、研修も行う。要は、１人で行って決まらなかったら意味がない話

になってしまうので、「もう大丈夫だよというまではフォローしてあげるよ」という

形で各代理店には伝えているはずである。 

・同行訪問にて成約した場合も、代理店に報酬は入る。申立人Ａさんには２件分 12万

5000 円の報酬が入っていると思う。Ｃさんには２万円ほど振り込んだと認識してい

た。Ｅさんについては、同行訪問で行った日に解約したいという申し出があったた

めに、報酬を振り込んでいないと聞いている。 

・店舗に商談に行くアポイントを取るサービスもプレミアムプラン会員の方にはつい

ている。本当は自分でアポイント取りも含めて全部やってほしいという部分もあっ

たのだが、やはり人によって本業のほうの繁忙期もあるだろうから、その辺は臨機

応変に対応できるように、サービスの付加価値として行っていた。 

この仕事の一番の肝はアポイントである。はっきり言って、商談に行けばほとん

ど高い成約率で決まってしまうので、アポイントさえ取れればというところがある。

ただ、アポイントに関しては正直言ってセンスというか、経験値というのは差が出

るので、みんなプレミアムプランになっているのではないかなと思う。 

解約権と

契約金の

返金につ

いて 

・いつでも中途解約できるという約束事は基本的には設けていなかった。解約はでき

ないと言っていると思う。だからうちは「安心保証制度」をつけている。安心保障

制度とは、まるっきり活動もしていないのに稼げませんでした、だから返金してく

ださいというのは、これは本末転倒であるので、最低限、月に２回店舗に商談に行

く活動をしてくださいと、その上で１年後、成約が全然取れませんでしたというこ

とであれば、これはこちらのサポート内容に問題があるので、そのときは契約金と

報酬額との差額をお戻ししますよというような内容である。 

・実際に安心保証制度で返金した人も２人いる。代理店は一番多い時で昨年の秋ごろ

に 50 人くらいいたと思うが、今現在活動しているのは 10 人くらいで、ほかの何十

人は解約しないで、何もしないでそのままになっている。 

[360度写真

の撮影及び

編集、並び

にそれに付

随するサー

ビス]の売

りについて 

・360度写真を扱っている会社はうち以外にも幾つもあり、そことの差別化で、360度

写真の画像を入れた店を検索エンジンにおいて上位表示させる、そういうサービス

をうちでやっている。もちろん上位表示させる方法は企業秘密ではある。代理店に

は、「トップページに確実に載りますよと店舗に言ってよい」と、そういうふうに教

育していると聞いている。「トップページに載りますよ」といったら営業の駆け引き

は余り要らないと思う。だから、素人の方でも契約を取りやすいのではないかなと

いうのは、簡単に想像がつく。 

申立人ら

に来訪要

請した際

の説明に

ついて 

・当社のサイトには、副業でできると大きく書かれていて、多分、この広告で皆さん

興味を持って資料請求されたのではないかと思う。申立人５名の方々が、当社社員

と会う約束をする際に、「有料の副業プランの契約について勧誘します」とは聞いて

いないとのことだが、資料請求された方には資料を一式送っていて、この資料に、

いろいろなプランがあることや１件当たりの報酬金額も明記してある。有料プラン

も全て記載しており代理店契約のこともきっちり載っている。 
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項 目 内 容 

契約勧誘

場所につ

いて 

・勧誘場所が、甲地域や乙地域の貸しオフィスで本社でなかったのは、本社自体が、

丙業者のレンタルオフィスで、丙業者の貸しオフィスのどこでも使えることになっ

ているので、各場所で会っているだけである。 

どのくら

いの期間

で契約金

の元が取

れるかに

ついて 

・どれぐらいの期間で元が取れるという説明はしていないのではないかと思う。活動

する時間によって違うからである。「すぐにでもトップページに載りますよと説明し

たら、10 件商談に行ったら６件から７件は契約が取れる」という形では伝えている

と聞いている。プレミアムプランの場合は、「アポイント取りは、会社のほうで実施

してあげるので、月に 10件商談に行けば契約金ぐらいの収入はいけるだろう」と、

それぐらいは話しているのではないか。商談時間なんか 20分で終わってしまう。な

ので、結構行ける。 

・成約率、お店を訪問して契約してくれる率は、素人の方でも 60％と伝えている。慣

れている人は 80％取れるが、慣れないと 60％、70％だと伝えていると聞いている。

前提として、お店の対応者がオーナーか店長かによって成約率も変わるということ

も伝えていると聞いている。 

契約金の

支払いに

ついて 

・契約金は、いつまでに払うというものではない。払った日が契約日という形になっ

ていると思う。代理店取引個別契約書に、研修の前日までに支払えばよいと書いて

あるとのことだが、実際こういうふうには書いてあるけれども、研修のときには名

刺とかその人の資料とかも全部用意して行っていたので、その前にはもう代金は頂

戴しているような格好だったと思う。 

・支払いに当たって、クレジットカードの利用を勧めていたとは聞いていない。Ｅさ

んが、クレジットカード作成に関して、当社の勧誘者から、「学生と書いてはいけな

い、社会人と書いてね」と言われたと述べているとのことだが、言った言わないの

話になってしまうと思う。 

解決方法

について

の考え 

・クーリング・オフ制度の適用がない取引だと認識している。仕事をあっせんしてい

るのではなくて、各自それぞれでやるので、このビジネスは業務提供誘引販売取引

にはひっかからないというのを聞いたことがある。 

・話を聞かないつもりは全くない。ただ、理解していただいた上で入会していただい

て、活動も実際にして、人も金も物も動いている。安心保証制度という「月にこれ

だけは活動してください、それでも契約が取れないのだったら当方のせいだから差

額をお返しします」という約束事もちゃんと立てた上で活動していただいているの

にもかかわらず、自己事情で解約したいと言われ、「わかりました、全額お返ししま

す」というのは、それはちょっとお答えしづらい。 

その他 

・当社の社員であったＦが、申立人に対して代理店契約とは別に儲け話を持ち掛け、

渡された金員を返還していないという話は、聞いたことがある。雇用責任ではない

が、誰に幾らというのを教えてもらえれば、会社として対応させていただく。  
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資料７ 

「施設内 360 度写真のウェブサイト掲載に関する代理店契約に係る紛争」処理

経過 
 

日 付 部会開催等 内 容 

令和元年 

５月２８日 
【付託】 

・紛争の処理を知事から委員会会長に付託 

・あっせん・調停第二部会の設置 

６月１９日 第１回部会 
・紛争内容の確認 

・申立人Ｃからの事情聴取 

７月 ３日 第２回部会 ・申立人Ｄ・Ｅからの事情聴取 

７月１８日 第３回部会 ・申立人Ｂからの事情聴取 

８月 ８日 第４回部会 ・申立人Ａからの事情聴取 

 ８月２２日 第５回部会 ・相手方からの事情聴取 

８月２３日  
・大手ウェブサイト事業者Ｘへ質問票を送付し

たが協力を得られなかった。 

 ９月２６日 第６回部会 
・問題点の整理 

・あっせん案の考え方の検討 

１０月２３日 第７回部会 

・相手方にあっせん案の考え方等を示し、意見

交換を行う予定であったが、相手方が欠席 

・あっせん案及び調停案の確定 

・今後の対応の検討 

・報告書骨子の検討 

１０月２４日 （あっせん案） 
・あっせん案を紛争当事者双方に提示 

（各申立人は受諾、相手方は無回答） 
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１１月１１日 （調停案） 
・調停案を相手方に提示し受諾を勧告 

（相手方は無回答） 

１１月２１日 第８回部会 
・今後の対応の検討 

・報告書の検討 

１１月２２日  
・相手方に対し再度回答を要請 

 （相手方は無回答） 

１２月２０日 第９回部会 ・報告書の検討 

１２月２０日 （通知） ・当事者双方に処理手続の打ち切りを通知 

令和２年 

２月２０日 
【報告】 ・知事への報告 
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資料８

備　　　考

学識経験者委員 （１６名）

　 石 川 博 康 東京大学社会科学研究所教授

大 迫 惠 美 子 弁護士

大 澤 彩 法政大学法学部教授 本件あっせん・調停部会委員

角 紀 代 恵 立教大学法学部教授

鎌 野 邦 樹 早稲田大学大学院法務研究科教授

後 藤 巻 則 早稲田大学大学院法務研究科教授 会長代理

菅 富 美 枝 法政大学経済学部教授

髙 木 篤 夫 弁護士

中 野 和 子 弁護士 本件あっせん・調停部会長

野 田 幸 裕 弁護士

平 野 裕 之 慶應義塾大学法科大学院教授

洞 澤 美 佳 弁護士

宮 下 修 一 中央大学大学院法務研究科教授

村 千 鶴 子 東京経済大学現代法学部教授／弁護士 会長

山 口 廣 弁護士

山 口 由 紀 子 相模女子大学　副学長・人間社会学部教授

消費者委員 （４名）

佐 野 真 理 子 主婦連合会　参与

　 西 澤 澄 江 東京都地域消費者団体連絡会　参与

星 野 綾 子 東京都生活協同組合連合会 常任組織委員

山 下 陽 枝 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟　副会長 　

事業者委員 （４名）

佐 藤 成 知 一般社団法人東京工業団体連合会　専務理事

湊 元 良 明 東京商工会議所　理事・産業政策第二部長

傳 田 純 東京都商工会連合会　専務理事

穗 岐 山 晴 彦 東京都中小企業団体中央会 常勤参事

東京都消費者被害救済委員会委員名簿
令和2年2月20日現在

氏　　　名
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